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論

説韓
国
著
作
物
法
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
保
護

申

賢

哲

第
一
章

は
じ
め
に

近
年
、
第
四
次
産
業
革
命
時
代
に
備
え
、
企
業
に
は
大
量
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
利
活
用
に
よ
る
新
た
な
付
加
価
値
の
創
出
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
企
業
活
動
に
お
い
て
、
自
社
の
市
場
競
争
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
蓄
積
し
て
い
る
多
種
多
様
な

デ
ー
タ
（
デ
ー
タ
集
合
物
）
の
検
索
、
収
集
、
分
析
等
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
集
合
物
は
、
そ
の
体
系
化
の
レ

ベ
ル
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
定
型
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
い
う
形
を
と
る
場
合
が
多
い(⚑
)。

一
方
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
の
収
集
は
、
一
般
的
に
ク
ロ
ー
ラ
ー
（
craw
ler）
等
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
自
動
的

に
行
わ
れ
る
場
合
が
多
く
、
こ
の
方
法
は
「
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
（
craw
ling
(⚒
)）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
散
在
す
る
情
報
を
収
集
し
、
加
工
す
る
方
法
と
し
て
有
益
で
あ
り
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
他
人
が
構

築
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
冒
用
行
為
に
な
り
法
的
紛
争
に
発
展
す
る
こ
と
が
あ
る(⚓
)。

こ
の
問
題
は
、
近
時
、
韓
国
に
お
い
て
、
二
〇
〇
三
年
著
作
権
法
改
正
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
に
関
わ
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る
問
題
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
保
護
に
つ
い
て
、
韓

国
の
裁
判
例
を
中
心
に
考
察
し
、
日
本
へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
と
す
る
。

以
下
の
順
序
で
分
析
す
る
。
ま
ず
、
デ
ー
タ
集
合
物
の
分
類
と
法
的
保
護
の
類
型
に
つ
い
て
述
べ
る
（
第
二
章
）。
次
に
、
韓
国
著

作
権
法
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
判
断
に
つ
い
て
検
討
し
た
後
（
第
三
章
）、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

製
作
者
の
権
利
侵
害
に
関
す
る
裁
判
例
を
紹
介
す
る
（
第
四
章
）。
そ
し
て
、
右
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権

利
の
適
用
範
囲
を
分
析
し
（
第
五
章
）、
日
本
法
の
検
討
を
行
う
（
第
六
章
）。
最
後
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
に
関
す
る
意
見
を
述

べ
て
、
本
稿
を
結
ぶ
（
第
七
章
）。

な
お
、
韓
国
で
は
、
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
保
護
に
つ
い
て
、
二
〇
二
一
年
不
正
競
争
防
止
法
（
不
競
法
）
の
改
正
に
よ
り
、
不
正
競
争

行
為
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
不
競
法
の
限
定
提
供
デ
ー
タ
に
関
す
る
規
定
に
類
似
す
る
規
定
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
。
本
稿
の
条
文
表
記
に
お
け
る
「
法
」
は
「
韓
国
著
作
権
法
」
を
指
す
。

第
二
章

デ
ー
タ
集
合
物
の
分
類
と
法
的
保
護
の
類
型

第
一
節

デ
ー
タ
集
合
物
の
分
類

デ
ー
タ
集
合
物
の
分
類
方
法
は
、
様
々
で
あ
る
。
そ
の
構
造
の
程
度
に
よ
り
、
大
き
く
定
型
デ
ー
タ
（
構
造
化
デ
ー
タ
）
集
合
物
、

及
び
、
非
定
型
デ
ー
タ
（
非
構
造
化
デ
ー
タ
）
集
合
物
に
分
け
ら
れ
る
。
定
型
デ
ー
タ
集
合
物
と
は
、
固
定
さ
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
に
保

存
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の
集
合
物
を
指
し
、
素
材
で
あ
る
個
別
デ
ー
タ
が
体
系
的
に
配
列
又
は
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
Ｃ
Ｓ
Ｖ
や
Ｅｘｃｅ
ｌ
等
が
あ
る
。
一
方
、
非
定
型
デ
ー
タ
集
合
物
は
固
定
さ
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
に
保
存
さ
れ
て
い
な
い
デ
ー
タ

の
集
合
物
を
指
し
、
素
材
で
あ
る
デ
ー
タ
が
体
系
的
に
配
列
又
は
構
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
書
フ
ァ
イ
ル
や
画

論 説

(阪大法学) 72 (5-26）1028〔2023.⚑〕



像
、
動
画
等
が
考
え
ら
れ
る(⚔
)。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
素
材
が
体
系
的
に
配
列
又
は
構
成
さ
れ
て
い
る
定
型
デ
ー
タ

集
合
物
で
あ
る
。

第
二
節

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
法
的
保
護
の
類
型

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
法
的
保
護
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
リ
ン
ク
ラ
ッ
プ
契
約
（
Shrink-w
rap
contract）
等
に
よ
る
保
護
以
外

に
、
物
権
的
権
利
に
よ
る
保
護
と
不
正
行
為
規
制
に
よ
る
保
護
が
あ
る
。
一
般
的
に
、
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
指
令
（
D
atabase

D
irective
(⚕
)）
は
、
前
者
の
物
権
的
権
利
に
よ
る
保
護
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
韓
国
は
Ｅ
Ｕ
法
制
の
影
響
を
受
け
て
同
様
の
保
護
方

法
を
採
用
し
て
い
る(⚖
)。
一
方
、
米
国
連
邦
最
高
裁
が
示
し
た
不
正
流
用
の
法
理
（
m
isappropriation
theory
(⚗
)）
や
平
成
三
〇
年
改
正

に
よ
り
導
入
さ
れ
た
日
本
不
競
法
の
限
定
提
供
デ
ー
タ
の
不
正
取
得
等
規
定
が
採
用
し
て
い
る
方
法
は
、
後
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
こ
う
い
っ
た
分
類
は
、
具
体
の
法
制
度
運
用
に
お
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
は
な
い
と
考
え
て
い
る(⚘
)。

日
本
法
の
検
討
に
つ
い
て
は
後
半
で
述
べ
る
が
、
日
本
で
は
右
不
競
法
の
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ
て
、
デ
ー
タ
集
合
物
の

一
つ
と
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
積
極
的
な
保
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る(⚙
)。
一
方
、
米
国
で
は
、
競

争
市
場
の
中
に
お
い
て
不
正
流
用
の
法
理
に
よ
る
規
制
は
、
そ
の
規
制
に
よ
り
社
会
全
体
が
支
払
う
費
用
が
大
き
い
た
め
、
慎
重
に
行

う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る(10
)。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
の
運
用
に
対
し
て
は
、
物
権
的
権
利
と
し
て
の
保
護
が
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
産
業
の
発
達
に
寄
与
し
な
い
と
い
う
批
判
や
競
争
制
限
効
果
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
反
面(11
)、
欧
州
委

員
会
の
報
告
書
は
、
こ
れ
ま
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
に
つ
い
て
特
別
な
問
題
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
一
定
の
裁
判
例
の
蓄
積

に
よ
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
者
の
権
利
範
囲
が
確
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る(12
)。

こ
の
点
、
韓
国
で
も
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
保
護
規
定
の
立
法
当
時
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
物
権
的
権
利
を
付
与

韓国著作物法によるデータベース製作者の権利の保護

(阪大法学) 72 (5-27）1029〔2023.⚑〕



す
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
制
度
趣
旨
が
投
資
保
護
で
あ
る
た
め
、
創
作
性
の
あ
る
著
作
物
に
排
他
的
独
占
権
を
付
与
す
る
著
作
権
法

の
目
的
や
そ
れ
を
保
障
す
る
韓
国
憲
法
二
二
条(13
)に
反
す
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た(14
)。
し
か
し
、
情
報
化
社
会
の
進
展
に
よ
り
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
等
の
需
要
の
急
増
に
伴
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
の
投
資
保
護
の
要
請
が
高
ま
っ
て
、
立
法

化
へ
舵
を
切
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
初
、
著
作
権
法
と
は
異
な
る
特
別
立
法
を
新
設
す
る
動
き
が
あ
っ
た
も
の
の(15
)、
最
終
的
に
は
、
①

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
に
つ
い
て
、
既
存
の
編
集
著
作
物
に
よ
る
保
護
と
と
も
に
、
一
貫
性
の
あ
る
制
度
運
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と(16
)、

②
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
公
正
な
利
用
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る
た
め
に
、
著
作
権
法
の
権
利
制
限
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
、
等
の
理
由
か
ら
、
著
作
権
法
に
特
別
な
章
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た(17
)。
著
作
権
法
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
し
て
は
、
後
述
す
る
よ

う
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
著
作
隣
接
権
に
類
似
す
る
権
利
を
付
与
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る(18
)。
よ
っ
て
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
は
、
著
作
物
の
創
作
を
奨
励
し
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
い
う
著
作
権
法
の
目
的
と
は
相
容
れ
な
い
部
分
が

あ
る
が(19
)、
独
自
の
権
利
（
suigeneris
right）
と
し
て
、
韓
国
著
作
権
法
に
お
け
る
権
利
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
韓
国
の
運
用
に
つ
い
て
は
先
進
的
な
立
法
と
評
価
す
る
見
解
が
あ
る
反
面(20
)、
Ｅ
Ｕ
法
制
の
運
用
と
の
比
較
法
研
究
か
ら

韓
国
の
運
用
の
修
正
を
求
め
る
声
も
あ
る(21
)。
た
だ
、
物
権
的
権
利
に
よ
る
保
護
が
韓
国
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
市
場
の
活
性
化
に
悪
い
影
響
を

与
え
て
い
る
と
い
う
報
告
や
評
価
は
見
当
た
ら
な
い(22
)。

次
章
で
は
、
韓
国
著
作
権
法
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
判
断
に
つ
い
て
述
べ
る
。
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第
三
章

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
判
断

第
一
節

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護

一

立
法
の
沿
革

韓
国
の
一
九
九
四
年
改
正
以
前
の
著
作
権
法
は
、
編
集
著
作
物
を
「
編
集
物
で
、
そ
の
素
材
の
選
択
又
は
配
列
に
創
作
性
が
あ
る
も

の
」
と
規
定
し
（
法
六
条
一
項
）、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
別
途
の
規
定
を
設
け
ず
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
を
編
集
著
作
物
の
解

釈
に
委
ね
て
い
た
。

そ
の
後
、
国
際
的
な
著
作
権
の
保
護
強
化
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
一
九
九
四
年
改
正
に
よ
り
、
編
集
著
作
物
の
定
義
規
定
を
「
編
集
物

（
論
文
・
数
値
・
図
形
そ
の
他
の
資
料
の
集
合
物
で
、
こ
れ
を
情
報
処
理
装
置
を
利
用
し
て
検
索
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た

も
の
を
含
む
）
で
、
そ
の
素
材
の
選
択
又
は
配
列
に
創
作
性
が
あ
る
も
の
」
に
改
め
て
（
法
六
条
一
項
）、
括
弧
書
き
を
も
っ
て
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
特
性
を
明
文
化
し
、
創
作
性
の
あ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
編
集
著
作
物
の
一
つ
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た(23
)。

し
か
し
な
が
ら
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
編
集
著
作
物
と
し
て
の
創
作
性
を
求
め
る
こ
と
に
対
し
て
、
通
常
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
価
値
は
、

素
材
の
取
捨
選
択
で
は
な
く
、
収
集
さ
れ
た
素
材
の
網
羅
性
や
悉
皆
性
、
個
別
素
材
の
検
索
の
容
易
性
に
あ
る
た
め
、
他
の
編
集
著
作

物
の
よ
う
に
、
素
材
の
選
択
又
は
配
列
に
創
作
性
を
求
め
る
と
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
編
集
著
作
物
性
が
認
め
ら
れ
に
く
く
な
り
法
的
保

護
が
不
十
分
で
あ
る
等
の
指
摘(24
)が
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
指
摘
を
受
け
て
、
二
〇
〇
三
年
著
作
権
法
改
正
は
、
編
集
著
作
物
の
定
義
規
定
か
ら
上
記
括
弧
書
き
を
削
除
し
、
編
集
著
作
物

の
定
義
規
定
を
「
編
集
物
で
そ
の
素
材
の
選
択
・
配
列
又
は
構
成
に
創
作
性
が
あ
る
も
の
」
に
改
め
た
（
法
二
条
一
八
号
）。
ま
た
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
定
義
規
定
を
「
素
材
を
体
系
的
に
配
列
又
は
構
成
し
た
編
集
物
で
あ
っ
て
、
個
別
的
に
そ
の
素
材
に
接
近
し
、
又
は

韓国著作物法によるデータベース製作者の権利の保護
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そ
の
素
材
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
」
と
新
設
す
る
と
と
も
に
（
法
二
条
一
九
号
）、
後
述
す
る
「
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
製
作
者
の
権
利
」
を
物
権
的
権
利
と
し
て
創
設
し
た
。
韓
国
著
作
権
法
は
日
本
著
作
権
法
の
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
」
に
関
す

る
定
義
規
定
（
日
本
著
作
権
法
一
二
条
の
二
）
に
対
応
す
る
規
定
を
有
し
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
韓
国
著
作
権
法
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
そ
の
素
材
の
配
列
又
は
構
成
に
創
作
性
が
あ
る
場
合
は
、
編
集
著
作

物
と
し
て
の
保
護
が
受
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
創
作
者
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作

者
の
権
利
に
よ
る
保
護
も
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
務
で
は
、
こ
れ
ら
は
別
々
の
訴
訟
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る(25
)。
ま
た
、
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
素
材
の
配
列
又
は
構
成
に
創
作
性
が
不
足
し
て
い
る
場
合
は
、
編
集
著
作
物
と
し
て
の
保
護
は
受
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
の

製
作
者
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
に
よ
る
保
護
が
受
け
ら
れ
る(26
)。
つ
ま
り
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
素
材
の
配
列
又
は
構
成
に
創
作
性
が
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
一
定
の
体
系
性
さ
え
あ
れ
ば
、

当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
保
護
対
象
に
な
り
う
る
。
こ
の
点
、
日
本
で
は
、
創
作
性
の
あ
る
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
み
が
著
作
権
法
の
保
護
対
象
に
な
る
こ
と
か
ら
，
韓
国
の
制
度
運
用
と
大
き
く
異
な
る
。

二

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
要
件

上
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
定
義
規
定
か
ら
、
韓
国
著
作
権
法
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
①
編
集
物
で
あ

る
こ
と
、
②
素
材
の
体
系
的
な
配
列
・
構
成
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
個
別
素
材
へ
の
ア
ク
セ
ス
（
接
近
）
又
は
検
索
容
易
性
を
満
た

す
こ
と
、
が
求
め
ら
れ
る
。
各
々
の
要
件
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。

ま
ず
、
要
件
①
に
つ
い
て
、
韓
国
著
作
権
法
は
、「
編
集
物
と
は
著
作
物
や
符
号
・
文
字
・
音
・
映
像
そ
の
他
の
形
態
の
資
料
（
以

下
、「
素
材
」
と
い
う
）
の
集
合
物
を
い
い
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
含
む
」
と
規
定
し
て
い
る
（
法
二
条
一
七
号
）。
右
規
定
か
ら
、
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
素
材
は
著
作
物
で
は
な
く
て
も
よ
く
、
ま
た
、
著
作
物
一
般
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
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に
は
電
磁
的
な
情
報
の
集
合
物
の
み
な
ら
ず
、
百
科
事
典
や
電
話
帳
等
非
電
磁
的
な
情
報
の
集
合
物
も
含
ま
れ
る(27
)。

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
韓
国
著
作
権
法
の
建
付
け
が
、
日
本
著
作
権
法
の
よ
う
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
が
編
集
著

作
物
か
ら
分
離
独
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、「
電
子
計
算
機
を
用
い
て
」
と
い
う
検
索
の
ツ
ー
ル
に
関
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
お
ら

ず(28
)、
そ
し
て
、
編
集
物
の
定
義
規
定
が
編
集
著
作
物
性
の
判
断
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
論
理
的
に
は
、
韓
国
著
作
権
法
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
保
護
対
象
の
範
囲
に
、
五
十
音
順
に
並
べ
た
紙
媒
体

の
電
話
帳
の
よ
う
な
創
作
性
の
な
い
非
電
磁
的
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
運
用
は
定
か
で
は
な
く
、

仮
に
非
電
磁
的
な
情
報
の
集
合
物
を
除
く
と
い
う
立
法
趣
旨
で
あ
れ
ば
、
日
本
法
の
よ
う
に
、「
電
子
計
算
機
を
用
い
て
」
と
い
う
検

索
の
ツ
ー
ル
に
関
す
る
条
件
を
付
す
る
立
法
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
電
磁
的
な
情
報
の
集
合
物
と
し
て
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
念
頭
に
お
い
て
論
ず
る
。

次
に
、
要
件
②
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
素
材
が
体
系
的
に
配
列
・
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
要
件
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

該
当
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
要
件
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
素
材
の
体
系
的
な
配
列
や
構
成
が
要
件
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

単
に
生
デ
ー
タ
を
収
集
し
た
だ
け
の
非
定
型
デ
ー
タ
集
合
物
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る(29
)。

こ
こ
で
「
配
列
」
と
は
、
一
般
的
に
素
材
の
配
置
順
序
又
は
位
置
を
い
い
、「
構
成
」
と
は
、
検
索
の
た
め
の
論
理
的
構
造
を
い
う

と
さ
れ
て
い
る
が
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
場
合
は
、
素
材
の
可
視
的
な
配
列
は
特
別
な
意
味
を
持
た
ず
、
検
索
の
便
利
の
た
め
に
構
成
さ

れ
た
素
材
の
論
理
的
体
系
が
重
要
で
あ
る(30
)。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
要
件
③
を
設
け
た
趣
旨
に
も
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
価
値
は
膨
大
な
デ
ー
タ
の
中
か
ら
、
探
し
て
い
る
情
報
を
検
索
可
能
と
す
る
こ
と
に
あ
り
、
物
理
的
な
配
列
や
構
成

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
体
系
的
で
あ
る
こ
と
は
、
素
材
の
ア
ク
セ
ス
及
び
検
索
の
利
便
性
・
効
率
性
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
あ
る
素

材
を
配
列
し
個
別
素
材
を
一
定
の
基
準
に
よ
っ
て
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
体
系
性
が
肯
定
さ
れ
る
だ
ろ
う(31
)。
例
え
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ば
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
な
っ
て
い
る
電
磁
的
な
電
話
帳
の
人
名
編
の
よ
う
に
、
た
と
え
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
素
材
の
配
列
又
は
構
成

が
一
般
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
法
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
配
列
又
は
構
成
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
素
材
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
や
検
索
の
利

便
性
（
容
易
性
）
の
た
め
に
必
要
な
方
法
で
あ
る
場
合
は
体
系
性
が
認
め
ら
れ(32
)、
要
件
②
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
日
本

著
作
権
法
の
場
合
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
情
報
の
体
系
的
な
構
成
又
は
情
報
の
選
択
の
創
作
性
が
求

め
ら
れ
て
い
る
が
、
韓
国
著
作
権
法
で
は
、
情
報
（
素
材
）
の
選
択
の
創
作
性
は
編
集
著
作
物
性
の
要
件
に
な
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

保
護
の
場
面
で
は
、
そ
れ
が
要
件
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
素
材
の
体
系
的
な
配
列
・
構
成
の
み
が
重
要
と
な
る
。

最
後
に
、
要
件
③
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
個
別
素
材
の
接
近
（
ア
ク
セ
ス
）
又
は
検
索
の
容
易
性
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
探
し
て
い
る
情
報
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
全
体
を
検
索
せ
ず
、
容
易
に
当
該
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う

に
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
上
記
要
件
②
で
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
場
合
、
素
材
の
網
羅
性
や
悉
皆
性
が
重
要

で
あ
っ
て
、
検
索
の
容
易
性
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
価
値
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
、
要
件
③
を
取
り
立
て
て
検
討
せ
ず
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
の
判
断
に
お
い
て
、
要
件
②
と
要
件
③
を
一
緒
に
検
討
す
る
傾
向
が
あ

る
が
、
そ
こ
で
は
要
件
②
に
基
づ
く
電
磁
的
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
成
が
重
要
で
あ
っ
て
、
要
件
③
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。
要
件

③
の
非
該
当
性
を
理
由
と
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
が
否
定
さ
れ
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

裁
判
例
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
を
検
討
し
な
い
ま
ま
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
や
そ
の
権
利
の
侵
害
論
の
検
討
に
入
る
事
案
も
あ

る
が(33
)、
次
の
も
の
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
所
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
を
柔
軟
に
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
①
採
用
情
報
が
職
種
、
地
域
、
求
人
会
社
の
企
業
種
類
等
に
分
類
さ
れ
た
就
職
サ
イ
ト(34
)、
②
看
護
職
種
の
採
用
情
報
が
職

種
、
分
野
、
雇
用
形
態
等
に
分
類
さ
れ
た
看
護
職
専
門
の
就
職
サ
イ
ト(35
)、
③
履
修
科
目
情
報
が
教
養
、
専
攻
等
に
分
類
さ
れ
た
講
義
情

報
サ
イ
ト(36
)、
④
掲
示
物
が
時
事
、
文
化
、
芸
術
等
に
分
類
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
百
科
事
典(37
)、
⑤
求
職
者
情
報
が
職
務
、
経
歴
、
勤
務
地
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域
等
に
分
類
さ
れ
た
職
業
紹
介
サ
イ
ト(38
)、
⑥
ゴ
ル
フ
場
情
報
が
ゴ
ル
フ
場
名
、
紹
介
文
、
コ
ー
ス
名
等
に
分
類
さ
れ
た
ゴ
ル
フ
場
情
報

サ
イ
ト(39
)、
⑦
競
売
情
報
が
売
却
金
額
、
買
受
人
の
氏
名
、
不
動
産
の
状
況
等
に
分
類
さ
れ
た
競
売
情
報
サ
イ
ト(40
)、
⑧
物
品
の
販
売
単
価

が
商
品
名
称
、
規
格
、
分
野
等
に
分
類
さ
れ
た
物
価
情
報
サ
イ
ト(41
)等
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
個
別
素
材
が
一
定
の
基

準
に
基
づ
い
て
検
索
で
き
、
素
材
が
体
系
的
に
配
列
・
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
素
材
の
選
択
又
は
体
系
的
な
構
成
は
、
各
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
特
有
な
も
の
で
は
な
く
、
通
常
選
択
さ
れ
る

項
目
や
体
系
的
な
構
成
で
あ
る
た
め
、
日
本
著
作
権
法
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
性
を
充
足
し
な
い
可
能
性
が
高
い
と
思
わ

れ
る
。

第
二
節

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
判
断

以
上
よ
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
緩
や
か
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
解
釈
上
・
実
務
上
議
論
の
対
象
に
な
る
の
が
権

利
の
主
体
性
で
あ
る
。

韓
国
著
作
権
法
は
、「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
と
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
又
は
そ
の
素
材
の
更
新
・
検
証
又
は
補
充
（
以
下
、

「
更
新
等
」
と
い
う
）
に
人
的
又
は
物
的
に
相
当
な
投
資
を
行
っ
た
者
」
と
規
定
し
て
い
る
（
法
二
条
二
〇
号
）。
右
規
定
は
、「
相
当

な
投
資
」
と
い
う
文
言
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
を
設
け
た
趣
旨
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
創
作
誘
因
で
は
な

く
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
の
投
資
保
護
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
ま
た
、「
相
当
な
投
資
」
と
い
う
要
件
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
製
作
者
の
権
利
が
著
作
隣
接
権
に
類
似
す
る
権
利
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
韓
国
著
作
権
法
に
お
け
る

音
盤
製
作
者
や
映
像
製
作
者(42
)は
、
音
盤
製
作
や
映
像
の
製
作
を
企
画
し
そ
の
責
任
を
負
う
者
で
あ
る
た
め
、
そ
の
権
利
の
主
体
性
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
の
投
資
保
護
者
に
権
利
の
主
体
性
を
認
め
る
と
い
う
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
と
は
そ
の
制
度
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趣
旨
が
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
者
も
実
質
的
に
は
最
も
創
作
物
の
製
作
に
投
資
リ
ス
ク
の
負
担
を
負
う
者
で
あ
る
点
に
お
い
て
は

共
通
し
て
い
る(43
)。

上
記
定
義
規
定
の
「
相
当
な
投
資
」
の
判
断
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
、
①
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
成
に
支
出
し
た
費
用
の
程
度
、
収
集

さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
概
観
（
量
的
規
模
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
デ
ー
タ
表
示
の
態
様
、
デ
ジ
タ
ル
化
等
）、
情
報
の
量
に
関
係
な

く
保
護
に
値
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
か
等
を
参
考
と
し
、
小
規
模
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
緩
や
か
に
解
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る
見
解(44
)、
②
社
会
通
念
上
保
護
の
対
象
に
な
り
う
る
ほ
ど
の
投
資
を
行
っ
た
場
合
を
意
味
し
、
必
ず
し
も
高
額
な
費
用
や

多
大
な
尽
力
の
投
入
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
見
解(45
)等
が
主
張
さ
れ
、
概
ね
「
相
当
な
投
資
」
を
厳
格
に
解
し
な
い
方
向
で

議
論
が
進
ん
で
い
る
。
多
く
は
、
こ
れ
ら
の
学
説
を
包
含
す
る
形
で
、
特
定
の
種
類
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
そ
れ
を
構
成
す
る
情
報
の
社

会
的
・
経
済
的
重
要
性
及
び
そ
の
収
集
・
構
成
の
容
易
性
、
そ
の
保
護
が
市
場
に
及
ぼ
す
影
響
、
そ
し
て
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構

成
す
る
個
別
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
重
要
性
等
、
質
的
側
面
と
量
的
側
面
の
双
方
を
考
慮
し
判
断
す
べ
き
と
す
る
見
解
を
支
持
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る(46
)。
す
な
わ
ち
、「
相
当
な
投
資
」
の
判
断
は
、
投
資
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
個
別
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
質
的
側
面

と
量
的
側
面
に
着
目
し
た
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る(47
)。

投
資
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
認
定
に
お
い
て
議
論
に
な
り
う
る
の
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
全
体
の
製
作
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
素
材
の
製
作
（
生
産
）
に
相
当
な
投
資
を
行
っ
た
者
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
含
ま
れ
る
か
、
で
あ
る
。
例
え
ば
、

あ
る
特
定
の
野
球
試
合
に
関
す
る
デ
ー
タ
（
試
合
の
勝
敗
や
点
数
、
そ
し
て
、
特
定
の
選
手
の
成
績
等
）
で
構
成
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
場
合
、
仮
に
そ
の
デ
ー
タ
を
生
産
す
る
試
合
の
運
営
・
企
画
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
に
該
当
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
試
合
の
運

営
・
企
画
に
相
当
な
投
資
を
し
た
だ
け
で
、
そ
の
者
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ

と
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
素
材
に
物
権
的
権
利
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
情
報
そ
の
も
の
の
独
占
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
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る(48
)。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
は
、
そ
の
定
義
規
定
か
ら
、
素
材
の
更
新
等
に
相
当
な
投
資
を
行
っ
た
者
を
意
味
し
、
ま
た
、
素
材
の
生

産
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
以
前
の
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
創
作
性
の
あ
る
著
作
物
で
あ
る
場
合
の
保
護
は
別
論
と
し
、

当
該
素
材
の
製
作
（
生
産
）
を
行
っ
た
者
は
権
利
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
生
産
さ
れ
た
素
材
の
収
集
行
為
に
つ
い
て
は
、
後
で
そ
れ
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
製
作
さ
れ
た
な
ら
ば
、
当
該
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る(49
)。
も
っ
と
も
、
新
し
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
製
作
す
る
た

め
に
は
、
生
産
さ
れ
た
素
材
を
収
集
し
体
系
的
に
配
列
又
は
構
成
す
る
と
い
う
作
業
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
素

材
を
体
系
的
に
配
列
・
構
成
し
た
編
集
物
で
あ
る
た
め
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
と
は
単
に
配
列
又
は
構
成
に
関
わ
る
行
為
に
限
定
さ

れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
通
常
素
材
の
配
列
や
構
成
の
た
め
に
は
素
材
の
収
集
が
先
行
し
、
そ
こ
に
は
、
相
当
の
時

間
と
努
力
等
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
の
制
度
趣
旨
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
の
投
資
保
護
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
る
と
、
素
材
の
収
集
に
相
当
な
投
資
を
行
っ
た
者
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
と
し
て
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
他

人
が
収
集
、
検
証
、
補
充
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
素
材
の
み
を
利
用
し
そ
の
配
列
や
構
成
が
異
な
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
製
作
し
た
者
に

は
、
投
資
保
護
と
い
う
制
度
趣
旨
を
考
慮
す
る
と
、
権
利
の
主
体
性
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る(50
)。
こ
の
点
、
下
級
審
裁
判
例

で
も
、「
本
件
漢
字
部
分
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、
本
件
漢
字
部
分
は
、
そ
の
大
半
が
原
告
図
書
以
前
に
発
行
さ
れ

た
辞
典
の
二
一
六
頁
か
ら
三
四
〇
頁
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
」
と
し
て
、
原
告
の
権
利
の
主
体
性
を
否
定
し
た
事
案
が
あ
る(51
)。

他
方
、
素
材
の
収
集
に
相
当
の
時
間
と
努
力
等
が
必
要
と
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ヤ
フ
ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
、

顧
客
（
利
用
者
）
が
電
子
商
取
引
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
商
品
情
報
の
入
力
を
行
い
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者
が
そ
の
配
列
や

構
成
を
行
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
素
材
の
収
集
を
利
用
者
が
行
う
場
合
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

は
誰
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
利
用
者
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
や
更
新
等
に
相
当
な
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投
資
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
議
論
に
な
り
う
る
の
は
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
運
営
者
で
あ
る
。
こ
の
点
、
学
説
で
は
、
素
材
の
収
集
に
何
ら
努
力
や
投
資
も
行
わ
ず
も
っ
ぱ
ら
そ
の
配
列
や
構
成
の
み
を

行
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
権
利
の
主
体
性
を
認
め
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
の
見
解(52
)、
及
び
、
当
該
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
製
作
を
目
的
と
し
て
運
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
と
す
る
の
は

立
法
趣
旨
に
合
致
し
な
い
と
の
見
解(53
)等
、
批
判
的
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

思
う
に
、
韓
国
著
作
権
法
は
、
素
材
の
配
列
や
構
成
の
編
集
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
創
作
性
と
異
な
る
投
資
保
護
と
い

う
観
点
か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
を
保
護
し
て
い
る
。
素
材
の
更
新
等
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者
で
は
な
く
顧
客
が
行
う
こ
と

か
ら
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
素
材
の
更
新
等
に
は
関
与
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
通
常
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
運
営
者
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
造
的
な
設
計
・
製
作
・
管
理
を
行
い
、
素
材
へ
の
ア
ク
セ
ス
容
易
性
を
高
め
る
た
め
に
検
索
エ
ン
ジ

ン
開
発
や
そ
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
、
サ
ー
バ
管
理
等
に
相
当
な
投
資
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運

営
者
に
権
利
帰
属
の
主
体
性
を
認
め
た
ほ
う
が
、
制
度
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
後
述
す
る
『
オ
ン
ラ
イ
ン
百

貨
事
典
事
件
』
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
判
決
事
案(54
)で
も
、
利
用
者
に
よ
る
素
材
の
更
新
等
が
行
わ
れ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
に
つ
い
て
、

そ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
製
作
や
管
理
に
人
的
・
物
的
に
相
当
な
投
資
を
行
っ
た
者
で
あ
る
と
し
て
、

権
利
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
人
工
知
能
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
と
も
に
、
自
動
的
な
素
材
の
生
成
や
収
集
に
加
え
て
、
そ
の
配
列
や
構
成
、
更
新
等

も
行
わ
れ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
場
合
、
そ
の
運
営
者
に
権
利
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
こ
の
場
合
で
も
、
権
利
の
主
体
性
は
、
相
当
な
投
資
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
形
成
や
更
新
等
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
等
の
個

別
具
体
的
な
事
情
が
考
慮
さ
れ
、
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う(55
)。
た
だ
、
仮
に
権
利
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
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公
共
財
と
し
て
の
性
質
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
利
用
に
よ
る
付
加
価
値
の
創
出
の
可
能
性
等
を
考
慮
し
、
そ
の
権
利
範
囲
を
狭
く
解

し
、
後
述
す
る
権
利
制
限
の
対
象
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(56
)。

な
お
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
や
そ
の
更
新
等
を
行
っ
た
者
全
て
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
当
な
投
資

は
「
人
的
又
は
物
的
」
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
人
的
投
資
と
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
や
そ
の
素
材
の
更
新
等
に
投
じ

ら
れ
た
人
が
持
つ
知
識
や
ス
キ
ル
、
労
力
等
を
い
い
、
物
的
投
資
と
は
、
設
備
や
そ
の
他
製
作
費
用
を
含
む
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る(57
)。
学
説
で
は
、
両
方
を
明
確
に
区
別
せ
ず
、
①
個
別
的
・
体
系
的
な
検
索
が
可
能
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
管
理
シ
ス
テ
ム
の
購
入
、

②
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
論
理
的
体
系
や
枠
な
い
し
規
則
の
設
定
、
③
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
検
索
可
能
な
状
態
の
集
合
物
に

な
る
よ
う
に
エ
ラ
ー
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
・
バ
グ
等
を
対
応
・
解
決
し
、
管
理
す
る
こ
と
を
指
す
と
い
う
見
解
が
あ
る(58
)。

以
下
の
裁
判
例
で
も
、
概
ね
同
様
の
要
素
が
考
慮
さ
れ
、
権
利
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
素
材
の
体
系
的
な
配

列
や
構
成
、
検
索
容
易
性
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、「
人
的
又
は
物
的
に
相
当
な
投
資
」
の
判
断
に
お
け
る
特
異
な
点
の
み
を
述
べ
る
。

な
お
、
刑
事
事
件
で
は
、
権
利
の
主
体
性
が
検
討
さ
れ
ず
、
侵
害
論
に
入
る
傾
向
が
あ
る(59
)。

①
就
職
サ
イ
ト
：
デ
ー
タ
入
力
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
管
理
の
た
め
の
特
別
部
署
の
創
設
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
維
持
の
た
め
の
コ
ン
テ
ン
ツ
生
成
や
持
続
的
な
デ
ザ
イ
ン
開
発
等
を
行
っ
て
い
る
点(60
)。

②
オ
ン
ラ
イ
ン
百
科
事
典
：
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
に
関
す
る
検
討
や
試
行
錯
誤
の
経
緯
（
素
材
へ
の
ア
ク
セ
ス
容
易
性
や
検
索
機
能

等
の
テ
ス
ト
や
デ
ー
タ
種
類
の
更
新
等
）、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
環
境
に
合
わ
せ
た
検
索
エ
ン
ジ
ン
の
変
更
、
サ
ー
バ
の
維
持
管
理

（
エ
ラ
ー
修
正
等
）
及
び
そ
の
費
用
、
利
用
者
や
デ
ー
タ
の
数
、
検
索
の
仕
組
み
の
改
善
や
コ
ン
テ
ン
ツ
作
成
・
掲
載
の
管
理
等
を

行
っ
て
い
る
点(61
)。

③
看
護
職
就
職
サ
イ
ト
：
各
求
人
会
社
や
求
職
者
か
ら
採
用
・
求
職
情
報
を
収
集
し
て
い
る
点(62
)。
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④
講
義
情
報
サ
イ
ト
：
大
学
職
員
が
複
数
の
大
学
の
受
講
便
覧
や
講
義
評
価
等
の
情
報
を
そ
の
更
新
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
収
集
し
、

独
自
の
体
系
に
加
工
す
る
た
め
の
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
サ
ー
バ
等
物
的
設
備
の
投
資
や
情
報
収
集
の
た
め
の
広
告
等
を
行
っ
て

い
る
点(63
)。

⑤
ゴ
ル
フ
場
情
報
サ
イ
ト
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
や
直
接
訪
問
等
に
よ
り
一
〇
万
件
以
上
の
ゴ
ル
フ
場
関
連
情
報
の
収
集
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
設
計
・
構
築
・
管
理
・
運
営
の
み
を
担
当
す
る
技
術
研
究
チ
ー
ム
の
設
置
、
専
用
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
発
等
を
行
っ
て

い
る
点(64
)。

⑥
競
売
情
報
サ
イ
ト
：
全
国
競
売
法
院
か
ら
競
売
情
報
を
収
集
す
る
調
査
員
に
一
定
の
報
酬
を
支
払
っ
て
、
デ
ー
タ
の
収
集
を
行
っ
て

い
る
点(65
)。

⑦
物
価
情
報
サ
イ
ト
：
毎
月
調
査
対
象
の
物
品
を
選
定
し
て
社
員
に
よ
る
当
該
物
品
の
会
社
訪
問
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
に
よ
り
価
格

情
報
の
収
集
を
行
っ
て
い
る
点(66
)。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
権
利
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
情
報
の
収
集
、
選
択
、
分
類
、
構
成
等
の
行
為
が
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
次
に
、
情
報
を
収
集
又
は
分
類
し
更
新
・
検
証
の
た
め
の
努
力
を
行
っ
て
い
る
こ
と
の
証
明
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る(67
)。

上
記
裁
判
例
で
い
う
と
、
情
報
の
収
集
の
た
め
の
直
接
訪
問
、
別
途
専
属
チ
ー
ム
の
設
置
、
独
自
の
ア
プ
リ
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、

設
備
投
資
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
後
述
す
る
『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』
の
よ
う
に
、
相
当
程
度
知
ら
れ
て
い
る
情
報
や
既
に
公
開
さ
れ
た
情
報
は
そ
の
収
集

に
相
当
な
費
用
や
努
力
を
投
じ
て
い
る
と
は
解
さ
れ
ず
、
ま
た
、
上
記
②
の
オ
ン
ラ
イ
ン
百
科
事
典
の
場
合
、
利
用
者
に
よ
る
掲
示
物

の
作
成
や
索
引
の
修
正
等
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
点
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
の
性
質
上
通
常
の
サ
イ
ト
管
理
に
過
ぎ
な
い
と
し
、

権
利
の
主
体
性
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
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第
四
章

裁
判
例
の
紹
介

本
章
に
お
い
て
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
適
用
範
囲
を
分
析
す
る
前
に
、
そ
の
素
材
と
な
る
裁
判
例
を
紹
介
す
る
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
や
権
利
の
主
体
性
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
こ
こ
で
は
、
事
案
全
体
の
紹
介
は
せ
ず
、

適
用
範
囲
を
検
討
す
る
う
え
で
特
異
な
点
の
み
を
述
べ
る
。
権
利
侵
害
の
要
件
で
あ
る
「
相
当
な
部
分
」
の
判
断
基
準
を
提
示
し
た

『
宿
泊
施
設
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決
が
重
要
で
あ
る
。

一

『宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決(68
)

本
件
は
、
被
告
人
が
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
約
二
四
六
回
に
渡
っ
て
被
害
者
宿
泊
施
設
の
情
報
及
び
予
約
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

サ
イ
ト
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
等
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

控
訴
審
は
、
被
害
者
宿
泊
施
設
に
関
す
る
情
報
は
、「
既
に
相
当
程
度
知
ら
れ
て
い
る
情
報
で
あ
り
、
そ
の
収
集
に
相
当
な
費
用
や

努
力
を
投
じ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
…
…
被
害
者
会
社
の
サ
ー
ビ
ス
商
品
に
対
す
る
価
格
で
あ
り
営
業
の
た
め
に
は
公
開
せ
ざ
る

を
得
な
い
も
の
で
あ
り
」、
被
告
人
が
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
収
集
さ
れ
た
情
報
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
五
〇
項
目
の
う
ち
三

項
目
な
い
し
八
項
目
の
情
報
に
過
ぎ
ず
、「
被
告
人
の
情
報
収
集
目
的
は
、
被
害
者
会
社
の
商
品
、
商
品
価
格
、
営
業
状
況
等
を
確
認

し
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
参
考
に
し
て
、
自
社
の
営
業
戦
略
を
立
て
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
被
害
者
会
社
は
、
宿
泊
予
約
営
業

の
先
発
企
業
と
し
て
そ
の
営
業
を
活
性
化
さ
せ
る
の
に
相
当
な
投
資
や
努
力
と
時
間
を
投
じ
て
い
る
一
方
、
後
発
企
業
で
あ
る
被
告
人

が
被
害
者
の
努
力
に
よ
る
結
果
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
し
て
無
形
の
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て

も
、
後
発
企
業
の
競
争
市
場
に
対
す
る
情
報
収
集
を
、
他
の
特
別
な
事
情
な
し
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と

構
成
す
る
に
は
証
拠
不
十
分
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
公
訴
事
実
を
否
定
し
て
い
る
。
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大
法
院
は
上
告
棄
却
を
し
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
判
断
に
お
け
る
「
相
当
な
部
分
」
の

判
断
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。

「（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
に
関
す
る
著
作
権
法
第
九
三
条
第
一
項
・
第
二
項
）
は
、
知
識
情
報
社
会
の
進
展
に
よ
り
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
需
要
が
急
増
す
る
中
で
、
創
作
性
の
有
無
を
区
別
せ
ず
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
製
作
す
る
か
そ
の
更
新
・
検
証
又
は
補
充
の
た

め
に
相
当
な
投
資
を
し
た
者
に
対
し
て
一
定
期
間
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
等
の
権
利
を
付
与
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
よ
り
情
報
共

有
を
阻
害
し
て
情
報
化
社
会
に
逆
行
し
、
か
え
っ
て
競
争
を
制
限
す
る
と
い
う
否
定
的
な
側
面
を
防
止
す
る
た
め
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
個
別
素
材
の
複
製
等
や
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
の
複
製
等
の
み
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
な
い
こ

と
を
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
許
可
な
し
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
全
部
又
は
相
当
な
部
分
の
複
製
等
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
相
当
な
部
分
の
複
製
等
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判

断
す
る
際
に
は
、
量
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
質
的
な
側
面
も
一
緒
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
量
的
に
相
当
な
部
分
で
あ
る
か

ど
う
か
は
、
複
製
等
が
さ
れ
た
部
分
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
全
体
の
規
模
に
比
較
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
質
的
に
相
当
な
部
分
で

あ
る
か
ど
う
か
は
、
複
製
等
が
さ
れ
た
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
個
別
素
材
そ
の
も
の
の
価
値
や
そ
の
個
別
素
材
の
生
産
に
か
け
た
投
資

で
は
な
く
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
が
そ
の
複
製
等
が
さ
れ
た
部
分
の
製
作
又
は
そ
の
素
材
の
更
新
・
検
証
・
補
充
に
人
的
又
は
物
的

に
相
当
な
投
資
を
行
っ
た
か
を
基
準
に
し
て
諸
般
の
事
情
に
鑑
み
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
上
記
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
又
は
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
の
反
復
的
又
は

特
定
の
目
的
の
た
め
の
体
系
的
な
複
製
等
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
侵
害
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
又
は
相
当
で

は
な
い
部
分
に
対
す
る
反
復
的
で
体
系
的
な
複
製
等
に
よ
り
、
結
局
相
当
な
部
分
の
複
製
等
を
行
っ
た
も
の
と
同
様
の
結
果
を
生
じ
さ
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せ
た
場
合
に
限
っ
て
認
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

原
審
は
次
の
事
情
を
採
り
上
げ
て
、
本
件
公
訴
事
実
の
う
ち
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
複
製
権
侵
害
に
よ
る
著
作
権
法
違
反
に
つ

い
て
無
罪
と
判
断
し
て
い
る
。
①
被
告
人
が
被
害
者
会
社
の
Ａ
Ｐ
Ｉ
サ
ー
バ
か
ら
収
集
し
た
情
報
は
、
被
害
者
会
社
の
宿
泊
施
設
に
関

す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
一
部
に
該
当
す
る
。
②
右
情
報
は
、
既
に
相
当
程
度
知
ら
れ
て
い
る
情
報
で
あ
り
、
そ
の
収
集
に
相
当
な
費
用

や
努
力
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
み
ら
れ
な
い
か
、
又
は
、
既
に
公
開
さ
れ
て
本
件
モ
バ
イ
ル
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
も
確
保

可
能
な
も
の
で
あ
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
更
新
等
に
関
す
る
資
料
が
な
い
。」（
括
弧
筆
者
）

二

『求
職
者
情
報
サ
イ
ト
事
件
』
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
判
決(69
)

本
件
は
、
被
告
人
が
、
営
利
目
的
で
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
被
害
者
職
業
紹
介
サ
イ
ト
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
等
を
行
っ
た
こ

と
に
対
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
被
害
者
の

求
職
情
報
を
体
系
的
・
反
復
的
に
大
量
複
製
を
行
い
、
そ
の
回
数
が
約
三
〇
，
〇
〇
〇
回
に
達
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
収
集
し

て
複
製
し
た
情
報
の
量
も
相
当
な
も
の
と
み
ら
れ
る
。
…
…
被
害
者
の
求
職
情
報
が
被
害
者
会
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
素
材
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
被
告
人
の
行
為
は
被
害
者
会
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
相
当
な

部
分
の
複
製
に
該
当
す
る
。
…
…
被
害
者
の
求
職
情
報
に
は
、
期
間
別
に
価
格
が
異
な
る
有
料
商
品
を
購
入
し
た
場
合
に
の
み
閲
覧
が

可
能
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
…
…
被
告
人
の
複
製
情
報
を
利
用
す
る
場
合
、
被
害
者
会
社
の
有
料
サ
ー
ビ
ス
商
品
を
利
用
す
る
時

間
は
減
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
に
対
す
る
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
て
い
る
。

三

『物
価
情
報
紙
事
件
』
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
判
決(70
)

本
件
は
、
被
告
が
、
原
告
物
価
情
報
サ
イ
ト
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
等
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権

利
の
侵
害
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
特
定
の
複
製
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
裁
判
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所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
を
認
め
て
い
る
。

「
被
告
は
二
〇
万
件
の
原
告
の
物
価
情
報
紙
の
う
ち
、
七
千
件
余
り
の
物
価
情
報
を
抽
出
し
て
い
る
た
め
、
個
別
素
材
を
使
用
し
た

に
過
ぎ
な
い
」。「
し
か
し
、
被
告
が
原
告
サ
イ
ト
の
検
索
順
位
一
位
か
ら
一
〇
〇
位
の
重
要
な
価
格
情
報
の
み
を
抽
出
し
て
被
告
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
作
っ
た
以
上
、
こ
の
こ
と
は
単
に
原
告
物
価
情
報
誌
の
個
別
素
材
を
使
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
ず
…
…
原
告
の
収

益
は
、
物
価
情
報
誌
の
販
売
収
入
と
物
価
情
報
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
広
告
収
入
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
企
業
が
工
事
の
内
訳
書
に
物

価
情
報
の
正
確
な
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
…
…
当
該
物
価
情
報
誌
を
購
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
被
告
は
原
告
の
物
価

情
報
誌
の
相
当
な
部
分
を
複
製
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」

四

『就
職
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決(71
)

本
件
は
、
被
告
が
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
原
告
就
職
サ
イ
ト
の
全
て
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
等
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
控
訴
審
は
、「
被
告
が
被
告
サ
イ
ト
を
運
営
し
な
が
ら
、
営
業
に

利
用
す
る
目
的
で
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
式
に
よ
り
反
復
的
に
、
採
用
情
報
に
関
す
る
原
告
サ
イ
ト
の
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
ソ
ー
ス
を
複
製
す
る
方

法
で
採
用
情
報
を
全
て
複
製
し
て
い
る
。
…
…
原
告
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
費
用
は
、
…
…
約
二
．
五
倍
増
加
し
、
原
告
の
純
利
益
は

…
…
約
五
〇
％
減
少
し
て
い
る
」、「
通
常
、
原
告
サ
イ
ト
を
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
す
る
者
は
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
に
よ
り
収
集
し
た
情
報
を

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
場
合
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
の
主
体
や
当
該
情
報
の
出
所
を
表
示
し
原
告
サ
イ
ト
へ
の
リ
ン
ク
を
提
供
す
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
が
、
…
…
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
禁
止
と
い
う
規
定
を
確
認
せ
ず
、
原
告
サ
イ
ト
の
全
て
の
情
報
を
複
製
し
、
…
…
出
所
表

示
も
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
を
認
め
て
い
る
。
大
法
院
は
上
告
棄
却
を
し
て
い
る
。

五

『講
義
情
報
サ
イ
ト
事
件
』
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
判
決(72
)

本
件
は
、
被
告
が
、
営
業
に
利
用
す
る
目
的
で
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
原
告
講
義
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
等
を
行
っ
た
こ
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と
に
対
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
①
四
〇
大
学
の
受
講
便
覧
情
報
が

ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
体
系
的
・
反
復
的
に
複
製
さ
れ
て
、
被
告
サ
イ
ト
の
大
半
が
原
告
サ
イ
ト
の
情
報
で
占
め
ら
れ
て
い
る
点
、
②

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
分
類
体
系
や
任
意
の
科
目
情
報
が
同
一
で
あ
る
点
、
③
原
告
サ
イ
ト
の
表
現
形
式
や
誤
字
と
同
じ
も
の
が
被
告
サ
イ

ト
で
も
発
見
さ
れ
て
い
る
点
、
④
原
告
は
、
原
告
の
採
用
公
告
の
再
配
布
、
無
断
転
載
及
び
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
が
で
き
な
い
旨
を
告
知
し

て
い
る
点
、
⑤
利
用
者
が
原
告
サ
イ
ト
に
移
動
し
な
く
て
も
採
用
条
件
の
検
討
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
る
広
告
収
入
が
減
っ
て
い
る
点

等
」
を
総
合
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
を
認
め
て
い
る
（
番
号
筆
者
）。

六

『ゴ
ル
フ
場
情
報
サ
イ
ト
事
件
』
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
判
決(73
)

本
件
は
、
被
告
が
、
原
告
ゴ
ル
フ
場
情
報
サ
イ
ト
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
等
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者

の
権
利
の
侵
害
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
①
特
異
な
ア
ド
レ
ス
情
報
の
表
示
や
誤
記
、
エ
ラ
ー
、
情
報
の
欠
落
、
正

確
な
情
報
の
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
任
意
に
記
載
し
た
内
容
、
そ
し
て
表
現
方
法
や
配
列
順
序
等
が
同
一
で
あ
る
点
、
②
ゴ
ル
フ

場
情
報
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
発
経
緯
、
③
特
定
の
複
製
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
し
て
い
る
と
認
め
る
に
十
分
な
証
拠
は
な
い
が
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
相
当
部
分
が
同
一
・
類
似
で
あ
る
た
め
、
被
告
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
原
告
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
依
拠
し
て
製
作
さ
れ
て
い

る
点
等
」
を
総
合
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
を
認
め
て
い
る
（
番
号
筆
者
）。

七

『オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
事
件
』
大
法
院
判
決(74
)

本
件
は
、
被
告
が
、
誰
も
が
自
由
に
特
定
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
掲
示
物
の
掲
載
や
修
正
が
可
能
な
原
告
の
オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
ミ
ラ
ー
リ
ン
グ
方
法
（
特
定
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
に
集
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト

に
保
存
す
る
こ
と
）
に
よ
る
複
製
等
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

控
訴
審
は
、
ミ
ラ
ー
リ
ン
グ
方
法
に
よ
り
他
人
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
事
実
認
定
の
み
で
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
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者
の
権
利
の
侵
害
を
認
め
て
い
る
。
大
法
院
は
上
告
棄
却
を
し
て
い
る
。

八

『看
護
職
就
職
サ
イ
ト
事
件
』
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
判
決(75
)

本
件
は
、
被
告
が
、
営
業
に
利
用
す
る
目
的
で
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
に
よ
り
原
告
看
護
職
専
門
の
就
職
サ
イ
ト
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
複
製
等
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
原
告
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は

各
求
人
会
社
又
は
求
職
者
か
ら
採
用
情
報
を
収
集
し
職
種
や
勤
務
形
態
等
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
①
原
告
は
、
原

告
の
採
用
公
告
の
再
配
布
、
無
断
転
載
及
び
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
が
で
き
な
い
旨
を
告
知
し
て
い
る
点
、
②
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
に
よ
り
相

当
な
期
間
に
わ
た
っ
て
反
復
的
か
つ
体
系
的
に
収
集
し
、
被
告
サ
イ
ト
の
大
半
が
原
告
サ
イ
ト
の
情
報
で
占
め
ら
れ
て
い
る
点
、
③
利

用
者
が
原
告
サ
イ
ト
に
移
動
し
な
く
て
も
採
用
条
件
の
検
索
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
る
広
告
収
入
が
減
っ
て
い
る
点
等
」
を
総
合
し
た
う

え
（
番
号
筆
者
）、「
バ
ナ
ー
広
告
が
あ
る
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
を
経
由
せ
ず
情
報
検
索
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
、
一
定
の
広
告
収
入
が
発
生

す
る
仕
組
み
に
影
響
を
与
え
て
い
る
」
と
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
を
認
め
て
い
る
。

九

『競
売
情
報
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決(76
)

本
件
は
、
被
告
が
、
営
業
目
的
の
た
め
に
、
原
告
不
動
産
競
売
物
件
情
報
サ
イ
ト
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
等
を
行
っ
た
こ
と
に
対

し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
控
訴
審
は
、「
原
告
が
意
図
的
に
入
力
し
た
誤
り
の
売
却

金
額
情
報
と
同
一
の
情
報
が
被
告
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
も
発
見
さ
れ
た
点
等
」
を
考
慮
し
て
、
被
告
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利

の
侵
害
を
認
め
て
い
る
。
大
法
院
は
上
告
棄
却
を
し
て
い
る
。
本
件
事
案
で
は
、
被
告
が
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
特
定
の
複
製

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
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第
五
章

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
適
用
範
囲

本
章
で
は
、
上
記
裁
判
例
を
素
材
に
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
（
第
一
節
）、
そ
の
適
用
要
件
（
第
二
節
）
に
つ
い
て

検
討
し
た
後
、
保
護
期
間
（
第
三
節
）
や
権
利
制
限
（
第
四
節
）
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
一
節

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利

韓
国
著
作
権
法
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
は
、
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
全
部
又
は
相
当
な
部
分
を
複
製
・
配
布
・
放
送
又
は
伝
送

（
複
製
等
）
す
る
権
利
を
有
し
（
法
九
三
条
一
項
）、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
は
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
相
当
な
部
分
で
は
な

い
と
規
定
し
て
い
る
（
同
条
二
項
本
文
）。
右
規
定
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
正
当
な
利
益
を
守
り
つ
つ
、
情
報
の
円
滑
な
流
通
を

阻
害
し
な
い
た
め
に
、
素
材
そ
の
も
の
に
新
し
い
権
利
が
創
設
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
相

当
な
部
分
」
の
解
釈
が
議
論
の
対
象
に
な
る
。

一
方
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
又
は
そ
の
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
の
複
製
等
で
あ
っ
て
も
、
反
復
的
又
は
特
定
の
目
的

の
た
め
に
体
系
的
に
複
製
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
通
常
的
な
利
用
と
衝
突
す
る
か
又
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作

者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
場
合
に
は
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
相
当
な
部
分
の
複
製
等
と
み
な
さ
れ
る
（
法
九
三
条
二
項
但
書
）。

右
但
書
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
の
複
製
等
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
場
合
を
相
当
な

部
分
の
複
製
等
に
擬
制
し
て
、
権
利
保
護
を
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
、
及
び
、
権
利
保
護
を
拡
張
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
利
用
態
様
や
そ
れ
が
権
利
者
に
及
ぼ
す
影
響
等
を
総
合
考
慮
し
て
侵
害

判
断
が
行
わ
れ
る
べ
き
と
解
す
る
見
解
が
紹
介
さ
れ
て
い
る(77
)。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
判
決
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
の
複
製
等
に
よ
っ
て
、「
相
当
な
部
分
の
複
製
等
を
行
っ
た
も
の
と
同
様
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
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場
合
に
限
っ
て
」、
権
利
侵
害
を
認
め
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
権
利
保
護
の
拡
張
で
は
な
く
、
後
者
の
見
解
を
採
用
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
情
報
の
独
占
に
よ
る
取
引
の
安
全
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
む
や
み
に
権
利
範
囲
を
拡
張
す

る
必
要
は
な
く
、
そ
の
解
釈
は
厳
格
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
う(78
)。

以
下
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
判
断
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
適
用
要
件
を
中
心
に
分
析
す
る
。

第
二
節

適
用
要
件

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
定
義
規
定
か
ら
、「
相
当
な
部
分
の
複
製
等
」（
要
件
①
）、「
反
復
的
又
は
特
定
の
目
的
の
た
め
の

体
系
的
な
複
製
等
」（
要
件
②
）、「
通
常
的
な
利
用
と
衝
突
す
る
か
又
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
場
合
」（
要

件
③
）、
に
分
け
て
検
討
す
る
。

一

要
件
①
：
相
当
な
部
分
の
複
製
等

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
に
な
る
た
め
に
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
全
部
又
は
そ
の
相
当
な
部
分
の
複
製
等
が
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
全
部
は
と
も
か
く
、「
相
当
な
部
分
」
の
解
釈
が
侵
害
判
断
に
お
い
て
最
も
重
要
な
要
件
で
あ
る
。

た
だ
、
著
作
権
法
は
、
ど
の
場
合
に
「
相
当
な
部
分
」
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
侵
害
判
断
の

予
見
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
、「
相
当
な
部
分
」
の
解
釈
を
分
析
す
る
。

こ
の
点
、『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決
は
、「
相
当
な
部
分
」
の
複
製
等
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
大
法
院
判
決
は
「
相
当
な
部
分
」
の
複
製
等
の
判
断
に
お
い
て
は
、
複
製
等
が
さ
れ
た
部
分
の
量
的
・
質
的
側
面
を
考
慮
す

る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
①
量
的
な
部
分
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
全
体
か
ら
み
た
複
製
等
が
さ
れ
た
部
分
の
割
合
で
判
断
し
（
量
的
相
当

性
の
判
断
）、
②
質
的
な
部
分
は
、
複
製
等
が
さ
れ
た
部
分
の
製
作
又
は
そ
の
素
材
の
更
新
等
に
人
的
・
物
的
に
相
当
な
投
資
が
さ
れ
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た
か
を
基
準
に
し
て
判
断
し
（
質
的
相
当
性
の
判
断
）、
③
そ
の
他
諸
般
の
事
情
も
考
慮
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
点
は
、

複
製
等
が
さ
れ
た
部
分
の
個
別
素
材
の
価
値
や
そ
の
生
産
に
か
け
た
投
資
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
判
断
基
準
か
ら
は
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
を
保
護
す
る
制
度
趣
旨
が
素
材
の
保
護
で
は
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
「
相
当
な
部
分
」
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
量
的
・
質
的
側
面
か
ら
把
握
す
る
と
し
た
基
準
は
、
物
価
情
報
紙
事
件

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
利
用
行
為
の
よ
う
に
、『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決
以
前
の
下
級
審
裁
判
例
で

も
類
似
の
判
断
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
右
判
決
は
そ
れ
を
明
確
に
述
べ
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る(79
)。

宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
判
決
に
お
い
て
、
大
法
院
は
、
被
告
人
が
被
害
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
抽
出
し
た
情
報
が
、
既
に
知
ら
れ
て

お
り
容
易
に
入
手
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
量
的
・
質
的
相
当
性
を
否
定
し
、
被
告
人
に
無
罪
判
決
を
し
た
控
訴
審
の
判

断
を
是
認
し
て
い
る
。
右
大
法
院
判
決
は
、
刑
事
事
件
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
被
告
人
の
行
為
を
刑
事
処
罰
の
対
象
に
し
て
し
ま
う

と
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
に
よ
る
情
報
収
集
が
困
難
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
産
業
の
発
展
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、

こ
れ
を
避
け
る
た
め
の
妥
当
な
判
断
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(80
)。

一
方
、
求
職
者
情
報
サ
イ
ト
事
件
判
決
、
物
価
情
報
紙
事
件
判
決
等
は
、『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決
の
前
の
事
案
で

あ
る
た
め
、
右
大
法
院
判
決
の
規
範
が
適
用
さ
れ
た
事
案
で
は
な
い
も
の
の
、
仮
に
右
規
範
を
こ
れ
ら
の
事
案
に
当
て
は
め
て
考
え
る

な
ら
ば
、
相
当
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

求
職
者
情
報
サ
イ
ト
事
件
判
決
に
つ
い
て
は
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
三
万
回
の
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
大
量
の
複
製
等
が
行
わ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
量
的
相
当
性
が
肯
定
さ
れ
、
ま
た
、
複
製
等
が
さ
れ
た
情
報
に
有
料
商
品
に
加
入
し
た
場
合
に
の
み
閲
覧
が
可
能
な
情
報

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
質
的
相
当
性
が
肯
定
さ
れ
る
要
素
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
相
当
な
部
分
の
複
製
等
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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相
当
な
部
分
の
複
製
等
に
つ
い
て
、『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決
は
、「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
又
は
相
当
な
部
分

に
至
ら
な
い
部
分
」
の
複
製
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
相
当
な
部
分
の
複
製
等
を
行
っ
た
も
の
と
同
様
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る

場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
場
合
が
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
量

的
・
質
的
相
当
性
に
分
け
て
検
討
す
る
と
、
量
的
相
当
性
に
つ
い
て
は
、
全
体
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
う
ち
、
同
じ
個
別
素
材
や
相
当
な
部

分
に
至
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
体
系
的
・
反
復
的
に
複
製
等
を
行
っ
て
も
、
全
体
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
み
て
、

相
当
な
部
分
の
複
製
等
が
行
わ
れ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
右
大
法
院
判
決
事
案
で
は
、
五
〇
項
目
の
う
ち
三
項
目
な
い
し
八
項
目

の
情
報
の
複
製
等
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
認
定
が
さ
れ
て
い
る
た
め
、
量
的
相
当
性
の
否
定
は
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
又
は
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
」
の
複
製
等
と
は
、
全
体
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
異
な
る
部
分
の
個
別

素
材
又
は
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
の
複
製
等
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
、
相
当
な
部
分
の
複
製
等
が
行
わ
れ
、
権
利

侵
害
が
肯
定
さ
れ
る
方
向
で
働
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
質
的
相
当
性
に
つ
い
て
、「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
又
は
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
」
に
お
け
る
前
者
の
「
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
」
は
、
個
別
素
材
を
保
護
し
な
い
制
度
趣
旨
か
ら
、
仮
に
個
別
素
材
に
価
値
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
相
当
な
部

分
に
該
当
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
後
者
の
「
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
部
分
に
価
値

が
あ
る
場
合
は
、
質
的
相
当
性
が
認
め
ら
れ
、
相
当
な
部
分
の
複
製
等
が
あ
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
、『
物
価
情
報
紙
事
件
』
は
、「
相
当
な
部
分
」
の
判
断
に
お
い
て
質
的
相
当
性
の
位
置
づ
け
が
読
み
取
れ
る
事
案
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
二
〇
万
件
の
物
価
情
報
の
う
ち
、
七
千
件
余
り
の
物
価
情
報
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
量
的
相
当

性
の
否
定
を
前
提
に
し
た
う
え
、
被
告
が
利
用
し
た
情
報
は
、
検
索
順
位
一
位
か
ら
一
〇
〇
位
の
重
要
な
価
格
情
報
で
あ
る
と
の
理
由

で
質
的
相
当
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
少
な
い
量
の
み
を
利
用
し
て
い
た
と
し
て
も
、
利
用
さ
れ
た
部
分
が
デ
ー
タ

論 説

(阪大法学) 72 (5-48）1050〔2023.⚑〕



ベ
ー
ス
の
全
体
か
ら
み
て
質
的
に
重
要
な
部
分
（
本
件
で
は
、
利
用
頻
度
の
高
い
情
報
）
を
占
め
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
質
的
相
当
性

が
権
利
侵
害
の
判
断
基
準
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る(81
)。
よ
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
事
件
判
決
の
よ
う
に
、
デ
ー
タ
の
生
成
が

利
用
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
は
、
量
的
相
当
性
よ
り
は
、
質
的
相
当
性
が
権
利
侵
害
の
判
断
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

相
当
な
部
分
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
判
断
基
準
が
な
い
た
め
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
関
連
産
業
の
状
況
を
考
慮
し
個
別
具

体
的
な
事
案
ご
と
に
妥
当
な
結
論
を
導
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る(82
)。

二

要
件
②
：
反
復
的
又
は
特
定
の
目
的
の
た
め
の
体
系
的
な
複
製
等

就
職
サ
イ
ト
事
件
判
決
や
オ
ン
ラ
イ
ン
百
科
事
典
事
件
判
決
で
は
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
等
の
方
法
で
原
告
サ
イ
ト
の
掲
示
物
が
全
て
複

製
さ
れ
た
た
め
、
権
利
侵
害
が
容
易
に
判
断
で
き
る
事
案
で
あ
る
。
一
方
、『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決
は
、
被
告
人
が

被
害
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
一
部
の
み
を
抽
出
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
反
復
的
・
体
系
的
に
行
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
一
部
の
情
報
の
複

製
等
で
あ
っ
て
も
反
復
的
・
体
系
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
価
値
が
高
ま
る
こ
と
か
ら
、
要
件
②
は
、
そ
の
累
積
的
効

果
か
ら
権
利
侵
害
の
判
断
を
推
定
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

要
件
②
は
、「
反
復
性
」
と
「
特
定
の
目
的
の
た
め
の
体
系
性
」
と
い
う
要
件
に
分
け
ら
れ
る
が
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
の
性
質
上
、
議

論
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
例
で
は
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
が
利
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
明
確

に
述
べ
て
い
な
い
事
案
も
あ
る
が
、
大
部
分
の
裁
判
例
で
は
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
に
よ
る
情
報
の
利
用
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ク

ロ
ー
リ
ン
グ
は
、
ク
ロ
ー
ラ
ー
の
反
復
動
作
に
よ
り
体
系
的
に
情
報
を
収
集
し
、
新
し
い
情
報
が
あ
れ
ば
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
追
加
す
る

作
業
を
行
う
た
め
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
を
利
用
す
る
以
上
、
反
復
性
や
体
系
性
の
要
件
は
満
た
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
裁
判
例

で
も
反
復
性
や
体
系
性
の
要
件
が
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
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一
方
、
体
系
性
に
つ
い
て
の
み
、「
特
定
の
目
的
の
た
め
」
と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
特
定
の
目
的
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の

目
的
を
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
裁
判
例
も
あ
る
が
、
概
ね
裁
判
例
で
は
、
複
製
等
が
「
営
利
目
的
」
又
は
「
営
業
に
利
用
す
る
目
的
」

で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
認
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』
控
訴
審
判
決
が
「
後
発
企
業
で
あ
る
被

告
人
が
被
害
者
の
努
力
に
よ
る
結
果
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
し
て
無
形
の
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と

し
て
も
、
後
発
企
業
の
競
争
市
場
に
対
す
る
情
報
収
集
を
、
他
の
特
別
な
事
情
な
し
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
を
侵
害
し
て
い

る
と
構
成
す
る
に
は
証
拠
不
十
分
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
営
利
目
的
」
や
「
営
業
に
利
用
す
る
目
的
」
で
あ
っ
て
も
、

単
な
る
情
報
収
集
目
的
の
場
合
は
、
権
利
侵
害
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
右
事
案
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
駆
動
型
社
会
に
お

い
て
、
デ
ー
タ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
新
た
な
価
値
を
創
出
す
る
た
め
に
、
Ａ
Ｉ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
デ
ー
タ
の
自
動
生
成
や
収

集
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
望
ま
し
い
判
断
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

「
特
別
な
事
情
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
権
利
侵
害
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
判
決
は
、
無
罪
事
案
で
あ
る
た
め
、

「
特
別
な
事
情
」
に
つ
い
て
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
他
の
裁
判
例
か
ら
考
え
る
と
、
情
報
収
集
の
目
的
で
複
製
等
が
行
わ
れ
て

も
権
利
侵
害
に
な
り
う
る
「
特
別
な
事
情
」
の
要
素
と
し
て
、
①
有
料
会
員
情
報
の
複
製
等
、
②
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
再
配
布
、
無
断
転

載
及
び
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
が
で
き
な
い
旨
の
告
知
に
反
す
る
複
製
等
が
挙
げ
ら
れ
る(83
)。

三

要
件
③
：
通
常
的
な
利
用
と
衝
突
す
る
か
又
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
場
合

こ
の
要
件
は
、
要
件
②
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
又
は
そ
の
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
の
体
系
的
・
反
復
的
複
製
等
が
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
要
件
③
の
解
釈
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
通
常
的
な
利
用
と
衝
突
す
る
と
は
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

と
市
場
で
の
競
争
関
係
に
あ
る
か
現
在
又
は
潜
在
的
市
場
に
影
響
を
与
え
る
程
度
に
達
し
て
い
る
場
合
を
い
い
、
ま
た
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
製
作
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
と
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
が
通
常
の
利
用
許
諾
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
を
不
当
に
失
わ
せ
る
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場
合
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る(84
)。

裁
判
例
で
は
、
こ
の
要
件
を
別
途
検
討
せ
ず
侵
害
認
容
判
断
を
し
た
事
案
が
多
い
。
つ
ま
り
、『
講
義
情
報
サ
イ
ト
事
件
』、『
オ
ン

ラ
イ
ン
百
貨
事
典
事
件
』、『
ゴ
ル
フ
場
情
サ
イ
ト
報
事
件
』、『
競
売
情
報
サ
イ
ト
事
件
』
等
は
、
競
争
関
係
の
中(85
)、
営
利
目
的
で
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
個
別
素
材
又
は
そ
の
相
当
な
部
分
に
至
ら
な
い
部
分
の
体
系
的
・
反
復
的
複
製
等
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
要
件
③
を
充
足

す
る
と
判
断
し
て
い
る
。
他
に
は
、
要
件
③
の
判
断
の
考
慮
要
素
と
し
て
、『
求
職
者
情
報
サ
イ
ト
事
件
』
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

有
料
サ
ー
ビ
ス
商
品
の
利
用
時
間
の
減
少
が
考
慮
さ
れ
、
ま
た
、『
就
職
サ
イ
ト
事
件
』
で
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
費
用
の
増
加
や
純

利
益
の
減
少
が
考
慮
さ
れ
、
そ
し
て
、『
看
護
職
就
職
サ
イ
ト
事
件
』
で
は
、
被
告
の
行
為
に
よ
る
広
告
収
入
の
減
少
等
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

四

そ
の
他
の
考
慮
要
素

そ
の
他
、『
ゴ
ル
フ
場
情
報
サ
イ
ト
事
件
』
等(86
)で
は
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
を
利
用
し
た
証
拠
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
特
異
な
表
現
方
式
、
情
報
の
誤
記
や
エ
ラ
ー
等
任
意
に
記
載
し
た
内
容
が
被
告
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
共
通
し
て
い
る
と
い
う
事

実
認
定
が
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
相
当
な
部
分
の
複
製
事
実
を
認
め
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
実
務
的
に
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

等
に
識
別
用
情
報
と
し
て
ウ
ォ
ー
タ
ー
マ
ー
ク
（
w
aterm
ark）
を
挿
入
し
て
お
く
こ
と
で
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
に
よ
る
複
製
権
等

の
侵
害
の
立
証
が
容
易
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
三
節

保
護
期
間

韓
国
著
作
権
法
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
を
完
了
し
た
時
か
ら
発
生
し
、
そ
の
次
の
年
か
ら

起
算
し
て
五
年
間
存
続
し
、
ま
た
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
更
新
等
の
た
め
に
人
的
又
は
物
的
に
相
当
な
投
資
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
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部
分
に
対
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
は
、
そ
の
更
新
等
を
し
た
時
か
ら
発
生
し
、
そ
の
次
の
年
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
存
続

す
る
と
規
定
し
て
い
る
（
法
九
五
条
）。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
保
護
期
間
を
五
年
と
し
た
理
由
は
、
投
資
努
力
の
保
護
と
自
由
な
利
用
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め

に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
投
下
資
本
の
回
収
の
た
め
の
必
要
な
期
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る(87
)。
た
だ
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
更
新
等
の

た
め
に
持
続
的
に
相
当
な
投
資
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
保
護
期
間
は
半
永
久
的
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
期
間
の
更
新
に
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
更
新
等
（
更
新
・
検
証
・
補
充
）
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

当
該
更
新
等
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
配
列
・
構
成
が
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
仮
に
こ
れ
ら
の
行

為
を
行
っ
た
場
合
も
存
続
期
間
の
延
長
が
行
わ
れ
る
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
延
長
の
効
果
は
、
配
列
・
構
成
の
対
象
と
な
っ
た
素

材
全
体
に
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
文
言
解
釈
を
厳
格
に
行
い
、「
更
新
・
検
証
・
補
充
」
に
限
定
し
た
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
思
う
。

第
四
節

権
利
制
限

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
は
、
著
作
権
法
の
権
利
制
限
規
定
、
す
な
わ
ち
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
引
用
（
法
二
八
条
）、
私

的
利
用
の
た
め
の
複
製
（
法
三
〇
条
）
等
個
別
制
限
規
定
、
及
び
、
著
作
物
の
公
正
な
利
用
規
定
（
法
三
五
条
の
五
）
が
適
用
さ
れ
る

ほ
か
、
何
人
も
教
育
・
学
術
又
は
研
究
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
や
時
事
報
道
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
全
部

又
は
そ
の
相
当
な
部
分
を
複
製
・
配
布
・
放
送
又
は
伝
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
九
四
条
）。

こ
の
う
ち
、
今
後
そ
の
役
割
が
増
大
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
米
国
法
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
条
項
の
よ
う
な
公
正
な
利
用
規
定
（
法

三
五
条
の
五
）
で
あ
る(88
)。
こ
れ
ま
で
に
製
作
さ
れ
て
き
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
意
図
さ
れ
た
投
資
に
よ
り
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら

の
デ
ー
タ
の
収
集
・
加
工
は
、
人
工
知
能
サ
ー
ビ
ス
と
一
体
に
な
っ
て
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
よ
り
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獲
得
・
生
成
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
公
正
な
利
用
規
定
を
利
用
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
を
制
限
し
関
連

産
業
界
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
利
用
を
広
く
認
め
た
ほ
う
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
産
業
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
に
つ
な
が
り
、
望
ま
し

い
と
思
う
。

第
六
章

日
本
法
の
検
討

日
本
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
情
報
の
選
択
又
は
体
系
的
構
成
に
創
作
性
の
あ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
の
み
が
著
作
権
法

の
保
護
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
情
報
が
自
動
的
に
収
集
さ
れ
、
形
成
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
、

そ
の
情
報
の
選
択
又
は
体
系
的
構
成
が
人
間
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
な
ら
ば(89
)、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に

な
る(90
)。
ま
た
、
日
本
不
競
法
の
改
正
に
よ
り
、
限
定
提
供
デ
ー
タ
の
保
護
が
導
入
さ
れ
て
い
る
現
時
点
に
お
い
て(91
)、
韓
国
の
制
度
運
用

の
よ
う
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
物
権
的
権
利
を
与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い(92
)。

こ
の
点
、
日
本
は
創
作
性
の
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
の
話
か
ら
離
れ
て
、
一
般
不
法
行
為
の
解
釈
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
一
般
不
法
行
為
の
保
護
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
あ
る
が
、
差
止
請
求
権
が
な
い
た
め
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
か
ら
相
当
な
部
分
の
デ
ー
タ
の
抽
出
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
物
権
的
権
利
に
よ
る
保
護
に
比
べ
て
、
副
次
的
な
効
果

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
創
作
性
が
な
い
が
ゆ
え
に
著
作
権
法
の
保
護
対
象
か
ら
除
か
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
に
つ
い

て
は
、『
北
朝
鮮
映
画
事
件
』
最
高
裁
判
決(93
)の
影
響
に
よ
り
、
一
般
不
法
行
為
の
保
護
が
極
め
て
制
限
的
に
解
さ
れ
て
い
る(94
)。
こ
の
よ

う
な
解
釈
が
採
ら
れ
る
理
由
に
は
、
知
的
財
産
の
保
護
に
つ
い
て
、
司
法
府
と
立
法
府
の
明
確
な
役
割
分
担
に
よ
る
特
別
法
た
る
著
作

権
法
等
知
的
財
産
法
上
で
の
完
結
的
な
規
律
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
外
れ
る
場
合
に
は
自
由
な
利
用
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
通
説
的
な
理

論
枠
組
み
が
あ
る(95
)。
す
な
わ
ち
、
日
本
で
は
、
知
的
財
産
の
保
護
に
つ
い
て
、
権
利
付
与
型
（
物
権
的
権
利
）
に
よ
る
保
護
と
そ
れ
以
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外
の
保
護
の
類
型
の
明
確
な
棲
み
分
け
に
基
づ
く
運
用
が
行
わ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
右
最
高
裁
判
決
の

考
え
方
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
運
用
に
対
し
て
、
私
見
は
技
術
の
発
展
や
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て

柔
軟
な
対
応
が
可
能
な
法
解
釈
を
採
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
日
本
は
、
既
に
平
成
三
〇
年
著
作
権
法
改
正

で
柔
軟
な
権
利
制
限
規
定
を
導
入
し
て
い
る
た
め
、
法
制
度
の
運
用
面
で
司
法
府
と
立
法
府
の
役
割
分
担
が
流
動
的
な
部
分
が
あ
り
、

司
法
府
に
一
定
の
法
解
釈
の
裁
量
を
認
め
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
右
最
高
裁
判
決
は
、「
著
作
権
法
が
規
律
の
対
象
と
す
る
著
作
物
の
利
用
に
よ
る
利
益
と
は
異
な
る
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利

益
を
侵
害
す
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
」
と
い
う
条
件
付
き
の
判
断
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
を
享
受

し
う
る
他
の
固
有
の
法
益
侵
害
を
構
成
す
る
場
合
は
、
一
般
不
法
行
為
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
保
護
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
著
作
権
法
（
創
作
性
保
護
）
と
一
般
不
法
行
為
（
投
資
保
護
）
は
そ
の
保
護
法
益
が
異
な
る
た
め
、
創

作
性
の
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
無
断
複
製
等
に
対
し
て
も
、
裁
判
所
の
裁
量
の
範
囲
内
で
個
別
具
体
的
な
事
情
を
考
慮
し
、
一
般
不
法

行
為
を
認
め
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
と
く
に
、
韓
国
の
裁
判
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
近
年
の
複
製
技
術
の
高
度
な
発
達
に
伴
い
、
ク

ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
で
自
動
的
か
つ
大
量
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
収
集
・
加
工
等
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
今
、
そ
の
無
断
複
製
等
を
放
置
す

る
こ
と
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
に
か
け
た
投
資
（
多
大
な
開
発
費
用
や
労
力
等
）
を
無
駄
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
創
出
の
促
進
の
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
過
小
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
情
報
加
工
を
施
し
た
精
度
の
高
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製

作
は
日
本
の
得
意
分
野
で
あ
る
た
め(96
)、
デ
ー
タ
駆
動
型
社
会
に
向
け
て
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
創
作
性
の
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
無
断
複
製
に
対
し
て
も
、
柔
軟
な
法
解
釈
を
採
り
一
般
不
法
行
為
を
認
め
、
将
来
に
は
そ

の
裁
判
例
の
蓄
積
に
よ
り
、
新
た
な
権
利
の
生
成
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る(97
)。

創
作
性
の
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
無
断
複
製
等
に
対
し
て
一
般
不
法
行
為
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
従
来
の
日
本
の
裁
判
例
を
参
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考
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
代
表
的
な
事
案
が
「
車
両
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
事
件
」
で
あ
る(98
)。
そ
こ
で
は
、
①
費
用
や
労
力
を
か
け
た
情

報
の
収
集
・
整
理
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
、
②
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
造
販
売
と
営
業
活
動
、
③
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
、
④
競

合
地
域
で
の
販
売
、
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
韓
国
の
裁
判
例
で
も
概
ね
同
様
に
考
慮
さ
れ
て

い
る
。
右
事
案
の
判
断
を
尊
重
し
、
少
な
く
と
も
右
事
案
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
事
実
関
係
と
同
程
度
の
事
実
関
係
を
要
し
、
そ
れ
に

加
え
て
、
一
般
不
法
行
為
を
認
め
る
方
向
で
働
く
要
素
と
し
て
、
韓
国
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
要
件
及
び
そ
の
判
断

で
の
考
慮
要
素
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
日
本
不
競
法
の
限
定
提
供
デ
ー
タ
は
素
材
の
体
系
的
な
配
列
・
構
成
が
さ
れ
て
い
な
く
て
も
保
護
対
象
に
な
り
う
る
た

め
、
本
稿
の
分
析
対
象
で
あ
る
韓
国
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
包
含
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
の
限
定
提
供
デ
ー
タ
は
、
限
定
提
供
性
を
要
件

の
一
つ
と
し
て
い
る
た
め
、
デ
ー
タ
の
収
集
・
解
析
に
労
力
・
時
間
・
費
用
等
を
投
じ
た
が
限
定
提
供
性
の
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
例

え
ば
Ｉ
Ｄ
パ
ス
ワ
ー
ド
で
管
理
さ
れ
て
い
な
い
た
め
管
理
意
思
が
明
確
に
見
受
け
ら
れ
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
無
断
複
製
等
は
、
日
本

不
競
法
の
保
護
範
囲
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
限
定
提
供
デ
ー
タ
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
取
引
対
象
と
し
て
流
通
さ
せ
て
い

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が(99
)、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
韓
国
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
場
合

も
日
本
不
競
法
の
保
護
範
囲
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
限
定
提
供
デ
ー
タ
は
、
相
当
蓄
積
性
を
要
件
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
デ
ー
タ
は
電
磁
的
に
相
当
量
が
蓄
積
・
管
理
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
付
加
価
値
を
生
ず
る
と
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば(100
)、
日
本
の
制
度
運
用
は
量
的
相
当
性
を
重
視
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ

の
点
、
量
的
に
相
当
の
蓄
積
が
な
く
て
も
、『
物
価
情
報
紙
事
件
』
の
よ
う
に
、
質
的
に
重
要
な
部
分
で
あ
れ
ば
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方

法
に
よ
る
無
断
複
製
か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
不
法
行
為
の
成
立
に
は
、
量
的

相
当
性
よ
り
、
質
的
相
当
性
（
情
報
の
価
値
等
）
が
重
要
な
要
素
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
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そ
の
他
に
、
一
般
不
法
行
為
の
判
断
要
素
と
し
て
、
会
員
限
定
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
や
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
再
配
布
、
転
載
及
び

ク
ロ
ー
リ
ン
グ
禁
止
の
告
知
に
反
す
る
複
製
等
が
考
え
ら
れ
る
。

第
七
章

お
わ
り
に

本
稿
は
、
韓
国
著
作
権
法
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
保
護
に
つ
い
て
、
比
較
法
的
視
座
か
ら
分
析
を
試
み
た
。
そ

こ
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
立
法
経
緯
を
踏
ま
え
た
う
え
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
方
法
に
よ
り
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
複
製
等
が

問
題
に
な
っ
た
裁
判
例
を
素
材
に
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
の
適
用
範
囲
を
検
討
し
た
。
韓
国
は
、
情
報
化
時
代
に
お
け

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
産
業
の
発
展
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
利
用
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
著
作
権
法
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
を
新

設
し
、
創
作
性
の
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
を
行
っ
て
い
る
。
物
権
的
権
利
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
制
度
は
、
韓
国
著
作
権

法
制
の
独
自
性
が
感
じ
ら
れ
る
分
野
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

総
括
す
る
と
、
韓
国
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
保
護
制
度
は
、
権
利
付
与
型
で
は
あ
る
が
、
保
護
対
象
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
性
に
つ

い
て
は
緩
や
か
に
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
権
利
の
主
体
性
の
「
相
当
な
投
資
」
や
侵
害
判
断
の
適
用
要
件
で
あ
る
「
相
当
な
部
分
」
の

判
断
は
、
そ
の
文
言
か
ら
、
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
て
、
個
別
具
体
的
な
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
、
侵
害
判
断

や
制
度
運
用
の
予
測
可
能
性
が
低
い
ゆ
え
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
や
利
活
用
に
弊
害
が
生
じ
る
リ
ス
ク
が
懸
念
さ
れ
る
中
、『
宿
泊

予
約
サ
イ
ト
事
件
』
大
法
院
判
決
が
提
示
し
た
「
相
当
な
部
分
」
に
関
す
る
規
範
や
、『
物
価
情
報
紙
事
件
』
で
の
質
的
相
当
性
に
関

す
る
判
断
は
、
今
後
韓
国
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
の
制
度
運
用
の
方
向
性
を
理
解
す
る
う
え
で
大
い
に
参
考
に
な
る
。
と
く

に
、
今
後
機
械
的
に
自
動
生
成
さ
れ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
に
お
い
て
は
、
量
的
相
当
性
よ
り
は
、
質
的
相
当
性
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

製
作
者
の
権
利
の
侵
害
の
判
断
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
窺
え
る
。
裁
判
例
や
議
論
の
蓄
積
に
よ
り
、「
相
当
な
投
資
」
や
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「
相
当
な
部
分
」
の
判
断
の
予
測
可
能
性
が
高
ま
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

一
方
、
物
権
的
権
利
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
は
、
情
報
そ
の
も
の
の
独
占
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
情
報
の

自
由
な
流
れ
と
社
会
全
体
の
情
報
共
有
を
阻
害
し
情
報
化
社
会
に
逆
行
す
る
否
定
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
よ
っ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

製
作
者
の
投
資
保
護
と
情
報
の
自
由
な
流
通
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に
、
適
切
な
均
衡
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

容
易
に
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
者
の
権
利
侵
害
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
厳
格
な
判
断
基
準
の
定
立
の
下
で
運
用
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
韓
国
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
保
護
の
運
用
に
つ
い
て
の
課
題
は
あ
る
も
の
の
、
伝
統
的
な
知
的
財

産
権
の
体
系
に
含
ま
れ
な
い
情
報
に
つ
い
て
も
、
投
資
保
護
の
観
点
か
ら
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
確
保
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
は
平
成
三
〇
年
不
競
法
改
正
に
よ
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
よ
う
な
情
報
の
集
合
物
の
一
部
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
韓
国

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
保
護
政
策
と
は
法
的
保
護
の
類
型
は
異
な
る
も
の
の
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
確
保
と
情
報
の
円
滑
な
流
通
と
の
調
和
を

図
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
な
保
護
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
か
ら
外
れ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
に
は
依

然
と
し
て
厳
格
な
法
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
投
資
保
護
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
確
保
の
観
点
か
ら
一
般
不
法
行
為
に
よ
る
保
護

の
道
を
開
い
て
お
き
、
そ
れ
を
将
来
の
立
法
的
措
置
に
向
け
て
の
土
台
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
に
は
膨
大
な
情
報
の
収
集
・
加
工
に
多
大
な
費
用
と
労
力
が
投
下
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

投
資
保
護
を
図
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
規
制
が
妥
当
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
情
報
の
不
当
な
独
占
化
を
避
け
つ
つ
、

慎
重
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
へ
の
投
資
誘
因
が
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
を
設
け

た
理
由
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
保
護
制
度
の
趣
旨
を
設
け
た
検
証
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
引
き
続
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き
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
に
関
す
る
韓
国
法
の
動
向
に
注
目
し
、
そ
の
分
析
を
改
善
し
て
い
き
た
い
。

(⚑
)
李
イ
ル
ホ
「
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
法
的
保
護
の
問
題
―
―
営
業
秘
密
保
護
法
に
よ
る
保
護
可
能
性
を
中
心
に
―
―
」
法
曹
七
二
七
号
（
二
〇

一
八
年
）
四
九
頁
は
、
デ
ー
タ
が
有
用
性
を
有
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
蓄
積
・
抽
出
・
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
デ
ー

タ
を
構
造
化
し
、
分
析
可
能
な
形
式
で
保
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

(⚒
)
鄭
鎭
根
「
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
し
た
無
断
デ
ー
タ
複
製
の
刑
事
的
責
任
」
著
作
権
文
化
三
三
六
号
（
二
〇
二
二
年
）
一
七

頁
は
、「
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
と
は
、
ウ
ェ
ブ
又
は
他
人
の
サ
ー
バ
に
接
続
し
有
用
な
情
報
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
を
反
復
動
作
に
よ
り
体
系
的
に
特

定
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
組
み
込
む
作
業
や
技
術
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(⚓
)
李
ジ
ホ
「
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
と
著
作
権
法
上
の
一
時
的
複
製
」
知
識
財
産
研
究
八
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
三

頁
、
法
務
法
人
世
宗
「
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
に
関
す
る
最
近
大
法
院
判
決
と
そ
の
示
唆
」
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
二
〇
二
二
年
六
月
二
〇
日
。

(⚔
)
姜
マ
ン
モ
他
「
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
分
析
と
活
用
」
情
報
科
学
会
誌
三
〇
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
六
頁
。

(⚕
)
D
irective
96/9/EC
of
the
European
Parliam
ent
and
of
the
Council
of
11
M
arch
1996
on
the
legal
protection
of

databases.

(⚖
)
朴
成
浩
『
著
作
権
法
〔
第
二
版
〕』（
博
英
社
、
二
〇
一
七
年
）
四
一
九
頁
、
朴
ジ
ョ
ン
フ
ン
「
デ
ー
タ
関
連
法
律
規
定
の
解
釈
及
び
立
法

論
に
関
す
る
考
察
―
―
著
作
権
法
と
の
関
係
を
中
心
に
―
―
」
知
識
財
産
研
究
一
七
巻
二
号
（
二
〇
二
二
年
）
二
二
一
頁
。

(⚗
)
InternationalN
ew
s
Service
v.A
ssociated
Press,248
U
.S.215,239-40
(1918)で
初
め
て
適
用
さ
れ
た
法
理
と
し
て
、
①
競
争

関
係
、
②
情
報
収
集
に
資
金
や
労
力
等
を
投
じ
た
こ
と
、
③
商
業
的
不
正
利
用
に
よ
り
利
益
を
得
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
差
止
・
損
害

賠
償
請
求
を
認
め
る
理
論
で
あ
る
。

(⚘
)
田
村
善
之
「
限
定
提
供
デ
ー
タ
の
不
正
利
用
行
為
に
対
す
る
規
制
の
新
設
に
つ
い
て
―
―
平
成
三
〇
年
改
正
不
正
競
争
防
止
法
改
正
の
検

討
―
―
」
高
林
龍
ほ
か
編
『
年
報
知
的
財
産
法
二
〇
一
八
―
二
〇
一
九
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
）
三
一
頁
注
一
六
は
、
こ
の
分
類
は
、

「
相
互
排
斥
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
、
つ
ま
り
濃
淡
の
問
題
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
泉
恒
希

「
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
法
的
保
護
に
関
す
る
一
考
察
」
知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
五
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
五
二
頁
注
二
五
は
「
権
利
付
与
型

に
つ
い
て
も
、
実
際
に
は
行
為
規
制
型
と
同
様
、
類
型
化
し
た
人
の
行
為
を
規
制
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
両
者
の
区
別
は
相
対
的
な
も

論 説

(阪大法学) 72 (5-58）1060〔2023.⚑〕



の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(⚙
)
日
本
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
蘆
立
順
美
『
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
保
護
制
度
論
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
八
頁
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

ま
た
、
小
野
昌
延
・
松
村
信
夫
『
新
・
不
正
競
争
防
止
法
概
説
〔
第
三
巻
〕
下
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
は
、
物
権
的
権
利
に

よ
る
保
護
を
採
用
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
利
活
用
の
阻
害
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
確
立
の
困
難
を
挙
げ
て
い
る
。

(10
)
K
enneally
E.M
ichael,M
isappropriation
and
the
M
orality
ofFree-Riding,18
ST
A
N
.T
ECH
.L.REV
.289
(2015),pp.

327-328.
な
お
、
Richard
A
.Posner,M
isappropriation:A
D
irge,40
H
ous.L.Rev.621
(2003),p.625
は
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
の
概
念

は
広
範
で
曖
昧
で
あ
る
た
め
、
こ
の
概
念
に
基
づ
く
不
正
流
用
の
法
理
は
廃
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

(11
)
R.Fisher
et
al,supra
note
30;C.H
artm
ann,J.A
llan,P.B.H
ugenholtz,J.P.Q
uintais
and
D
.Gervais,T
rends
and

D
evelopm
ents
in
A
rtificialIntelligence
Challenges
to
the
IntellectualProperty
Rights
Fram
ew
ork,Finalreport
(2020).

(12
)
European
Com
m
ission,Com
m
ission
staffw
orking
docum
ent,Evaluation
ofD
irective
96/9/EC
on
the
legalprotection

of
databases,26.4.2018
SW
D
(2018)146
final,p.46
(lA
key
elem
ent
explaining
this
relatively
non-problem
atic
situation

continues
to
be
the
2004
CJEU
rulings
w
hich,as
the
2005
Report
also
pointed
out,help
establish
efficient
scope
for
the

right.z).

(13
)
韓
国
憲
法
第
二
二
条
第
二
項
は
、「
著
作
者
・
発
明
家
・
科
学
技
術
者
及
び
芸
術
家
の
権
利
は
法
律
で
保
護
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(14
)
丁
相
朝
「
我
が
国
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
保
護
」
世
界
の
言
論
法
制
（
上
巻
）
一
九
号
（
韓
国
言
論
財
団
、
二
〇
〇
六
年
）
二
四
頁
は
、
創
作

性
の
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
著
作
権
に
類
似
す
る
排
他
的
支
配
権
を
与
え
る
の
は
、
共
有
財
産
の
私
有
化
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
創

作
的
寄
与
に
対
し
て
の
み
排
他
的
権
利
を
与
え
る
と
い
う
著
作
権
法
の
目
的
や
趣
旨
に
反
す
る
た
め
、
憲
法
二
二
条
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

(15
)
韓
国
国
会
に
特
別
立
法
と
し
て
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
法
律
案
」
が
発
議
さ
れ
て
い
る
（
一
九
九
九
年
一
二
月
三

日
）。

(16
)
徐
熙
錫
「
韓
国
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
保
護
法
制
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
八
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
二
頁
。

(17
)
韓
国
文
化
観
光
委
員
会
「
著
作
権
法
中
改
正
法
律
案
検
討
報
告
書
」（
二
〇
〇
二
年
三
月
）
一
五
頁
。

(18
)
丁
相
朝
・
朴
俊
錫
『
知
識
財
産
権
法
〔
第
四
版
〕』（
弘
文
社
、
二
〇
一
九
年
）
二
九
八
頁
、
朴
成
浩
・
前
掲
注
（
⚖
）
四
一
九
頁
、
尹
泰
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植
『
著
作
権
法
〔
第
二
版
〕』（
博
英
社
、
二
〇
二
一
年
）
四
一
四
頁
。

(19
)
金
ギ
ジ
ョ
ン
ほ
か
「
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
権
の
範
囲
と
制
限
に
関
す
る
考

察
」
情
報
法
学
二
五
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
八
九
頁
は
、
伝
統
的
な
著
作
物
に
関
す
る
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
う
え
、
排
他
的
権

利
を
付
与
し
け
れ
ば
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
関
連
産
業
が
衰
退
す
る
と
い
う
論
理
は
説
得
力
を
失
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

(20
)
李
海
完
『
著
作
権
法
〔
第
四
版
〕』（
博
英
社
、
二
〇
一
九
年
）
一
〇
一
〇
頁
。

(21
)
金
ヒ
ョ
ン
ギ
ョ
ン
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
権
に
対
す
る
再
検
討
―
―
Ｅ
Ｕ
事
例
（
CV
-O
nline
vs.M
elons）
及
び
指
針
の
改
正
動
向
を
中
心

に
―
―
」
季
刊
著
作
権
一
三
九
号
（
二
〇
二
二
年
）
六
〇
頁
。

(22
)
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
特
化
さ
れ
た
統
計
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
韓
国
デ
ー
タ
産
業
振
興
院
の
「
二
〇
二
二
年
デ
ー
タ
産
業
百
書
」
の

「
第
三
部

デ
ー
タ
産
業
市
場
現
況
」
に
よ
れ
ば
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
含
め
た
デ
ー
タ
産
業
の
市
場
規
模
は
、
二
〇
一
六
年
の
一
四
兆
ウ
ォ
ン

か
ら
二
〇
二
一
年
の
二
三
兆
ウ
ォ
ン
へ
成
長
し
、
ま
た
、
デ
ー
タ
の
構
築
及
び
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
業
も
二
〇
一
六
年
の
一
二
兆

ウ
ォ
ン
か
ら
二
〇
二
一
年
の
三
〇
兆
ウ
ォ
ン
へ
毎
年
成
長
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。

(23
)
文
化
体
育
広
報
委
員
会
「
著
作
権
法
改
正
法
律
案

審
査
報
告
書
」（
一
九
九
三
年
一
二
月
）
四
頁
。

(24
)
朴
ジ
ョ
ン
フ
ン
・
前
掲
注
（
⚖
）
二
二
一
頁
。

(25
)
朴
益
煥
「
編
集
物
の
著
作
物
性
―
―
法
曹
手
帳
事
件
―
―
」
季
刊
著
作
権
六
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
七
頁
。

(26
)
呉
勝
種
『
著
作
権
法
〔
第
五
版
〕』（
博
英
社
、
二
〇
二
〇
年
）
二
〇
二
頁
。

(27
)
呉
勝
種
・
前
掲
注
（
26
）
一
〇
六
三
頁
。
た
だ
し
、
①
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
・
更
新
等
又
は
運
営
に
利
用
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ

グ
ラ
ム
、
②
無
線
又
は
有
線
通
信
を
技
術
的
に
可
能
に
さ
せ
る
た
め
に
製
作
さ
れ
、
又
は
更
新
等
が
さ
れ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
の
い
ず
れ
か
一

つ
に
該
当
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
の
保
護
が
受
け
ら
れ
な
い
（
法
九
二
条
）。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
①

は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
一
緒
に
利
用
さ
れ
る
が
他
の
著
作
物
と
し
て
保
護
が
受
け
ら
れ
る
た
め
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
保
護
に
悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
②
は
主
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
す
る
場
合
に
ド
メ
イ

ン
名
の
登
録
原
簿
等
の
よ
う
に
有
線
・
無
線
通
信
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
必
須
的
な
情
報
で
構
成
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ

る
た
め
、
こ
れ
に
対
し
て
排
他
的
権
利
が
付
与
さ
れ
る
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
通
信
の
運
営
に
障
害
が
起
こ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

(28
)
井
奈
波
朋
子
「
機
械
学
習
に
お
け
る
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
の
著
作
権
法
に
お
け
る
扱
い
」
Law
&
T
echnology
別
冊
知
的
財
産
紛
争
の
最
前
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線
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
八
一
頁
は
「
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」
と
い
う
定
義
づ
け
は
日
本
独
自
の
も
の
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

(29
)
丁
相
朝
編
『
著
作
権
法

注
解
』（
博
英
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
三
三
頁
［
朴
俊
錫
］。

(30
)
朴
成
浩
・
前
掲
注
（
⚖
）
四
一
六
頁
。

(31
)
韓
ジ
ヨ
ン
「
著
作
権
法
上
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
関
連
規
定
の
解
釈
に
関
す
る
考
察
」
人
権
と
正
義
三
五
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
三
頁
。

(32
)
呉
勝
種
・
前
掲
注
（
26
）
一
〇
六
〇
頁
。

(33
)
大
法
院
二
〇
二
二
年
五
月
一
二
日
言
渡
二
〇
二
一
ド
一
五
三
三
判
決
『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』。

(34
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
一
七
年
四
月
六
日
言
渡
二
〇
一
六
ナ
二
〇
一
九
三
六
五
判
決
『
就
職
サ
イ
ト
事
件
』。

(35
)
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
言
渡
二
〇
一
八
ガ
合
五
二
八
四
六
四
判
決
『
看
護
職
就
職
サ
イ
ト
事
件
』。

(36
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
二
〇
年
九
月
一
八
日
言
渡
二
〇
二
〇
ナ
二
〇
三
六
八
六
二
判
決
『
講
義
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(37
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
五
日
言
渡
二
〇
一
五
ナ
二
〇
七
四
一
九
八
判
決
『
オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
事
件
』。

(38
)
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
二
一
年
九
月
八
日
言
渡
二
〇
二
一
ゴ
ダ
ン
五
八
八
判
決
『
求
職
者
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(39
)
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
三
日
言
渡
二
〇
一
九
ガ
合
五
二
九
九
八
三
判
決
『
ゴ
ル
フ
場
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(40
)
ソ
ウ
ル
東
部
地
方
法
院
二
〇
一
四
年
一
二
月
二
四
日
言
渡
二
〇
一
四
ガ
合
一
〇
四
三
〇
六
判
決
『
競
売
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(41
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
一
〇
年
六
月
九
日
言
渡
二
〇
〇
九
ナ
九
六
三
〇
六
判
決
『
物
価
情
報
紙
事
件
』。

(42
)
韓
国
著
作
権
法
は
、「
音
盤
製
作
者
と
は
、
音
盤
を
最
初
に
製
作
す
る
に
あ
た
っ
て
全
体
的
に
企
画
し
責
任
を
負
う
者
で
あ
る
」
と
規
定

し
（
法
二
条
六
号
）、「
映
像
製
作
者
と
は
、
映
像
製
作
物
の
製
作
に
お
い
て
そ
の
全
体
を
企
画
し
責
任
を
負
う
者
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る

（
法
二
条
一
四
号
）。

(43
)
呉
勝
種
・
前
掲
注
（
26
）
一
〇
六
五
頁
。

(44
)
韓
ジ
ヨ
ン
・
前
掲
注
（
31
）
二
〇
六
頁
。

(45
)
李
サ
ン
ジ
ョ
ン
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
保
護
」
季
刊
著
作
権
六
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
六
頁
。

(46
)
呉
勝
種
・
前
掲
注
（
26
）
一
〇
六
五
頁
。

(47
)
朴
益
煥
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
」
孫
ギ
ョ
ン
フ
ァ
ン
編
『
サ
イ
バ
ー
知
的
財
産
権
法
』（
博
英
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
七
六
頁
。
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(48
)
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
Case
C-203/02
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
競
馬
協
会
が
競
馬
レ
ー
ス
を
開
催
す
る
た
め
に
レ
ー
ス
の
日
時
、
場
所
、

競
走
馬
の
決
定
等
に
か
け
た
投
資
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
素
材
の
生
産
の
た
め
で
あ
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
競
馬
協
会
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者

で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
（
para80）。

(49
)
呉
勝
種
・
前
掲
注
（
26
）
一
〇
六
五
頁
。

(50
)
呉
勝
種
・
前
掲
注
（
26
）
一
〇
六
八
頁
、
李
海
完
・
前
掲
注
（
20
）
一
〇
一
七
頁
。

(51
)
釜
山
地
方
法
院
二
〇
一
〇
年
九
月
二
日
言
渡
二
〇
一
〇
ガ
合
二
二
三
〇
判
決
。

(52
)
丁
相
朝
・
朴
俊
錫
・
前
掲
注
（
18
）
二
九
九
頁
。

(53
)
金
ユ
ン
ミ
ョ
ン
『
情
報
技
術
と
デ
ジ
タ
ル
法
』（
ジ
ン
ハ
ン
Ｍ
＆
Ｐ
、
二
〇
〇
五
年
）
三
六
二
頁
。

(54
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
五
日
言
渡
二
〇
一
五
ナ
二
〇
七
四
一
九
八
判
決
『
オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
事
件
』。

(55
)
呉
勝
種
・
前
掲
注
（
26
）
一
〇
六
六
頁
。

(56
)
検
討
中
の
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
法
（
Regulation
on
harm
onised
rules
on
fair
access
to
and
use
ofdata）
三
五
条
か
ら
示
唆
を
得
て
い

る
。
右
規
定
は
、
機
械
的
な
自
動
生
成
の
デ
ー
タ
か
ら
構
成
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
権
の
例
外
を
規
定
し
、
一
定
の
範
囲
で
自
由
な
再
利
用
を

認
め
て
い
る
。

(57
)
李
海
完
・
前
掲
注
（
20
）
一
〇
一
三
頁
。

(58
)
李
春
洙
「
デ
ー
タ
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
護
」
二
〇
二
二
年
著
作
権
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
資
料
（
二
〇
二
二
年
）
五
八
頁
。

(59
)
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
二
〇
年
二
月
一
一
日
言
渡
二
〇
一
九
ゴ
ダ
ン
一
七
七
七
判
決
『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』
一
審
判
決
、
ソ
ウ

ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
二
一
年
九
月
八
日
言
渡
二
〇
二
一
ゴ
ダ
ン
五
八
八
判
決
『
求
職
者
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(60
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
一
七
年
四
月
六
日
言
渡
二
〇
一
六
ナ
二
〇
一
九
三
六
五
判
決
『
就
職
サ
イ
ト
事
件
』。

(61
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
五
日
言
渡
二
〇
一
五
ナ
二
〇
七
四
一
九
八
判
決
『
オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
事
件
』。
一
方
、
ソ

ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
一
五
年
五
月
一
四
日
言
渡
二
〇
一
四
カ
合
一
一
四
一
決
定
も
、
右
事
案
と
同
様
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
に
関
す

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
侵
害
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、
二
〇
万
件
以
上
の
掲
示
物
の
大
半
は
利
用
者
に
よ
る

作
成
・
修
正
が
行
わ
れ
、
掲
示
物
の
配
列
・
削
除
・
修
正
等
の
業
務
も
サ
イ
ト
管
理
の
た
め
の
通
常
の
業
務
を
行
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、

サ
イ
ト
運
営
者
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
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(62
)
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
言
渡
二
〇
一
八
ガ
合
五
二
八
四
六
四
判
決
『
看
護
職
就
職
サ
イ
ト
事
件
』。

(63
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
二
〇
年
九
月
一
八
日
言
渡
二
〇
二
〇
ナ
二
〇
三
六
八
六
二
判
決
『
講
義
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(64
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
二
一
年
一
二
月
九
日
言
渡
二
〇
二
〇
ナ
二
〇
四
二
七
〇
六
判
決
『
ゴ
ル
フ
場
情
報
事
件
』。

(65
)
ソ
ウ
ル
東
部
地
方
法
院
二
〇
一
四
年
一
二
月
二
四
日
言
渡
二
〇
一
四
ガ
合
一
〇
四
三
〇
六
判
決
『
競
売
情
報
サ
イ
ト
事
件
』
一
審
判
決
。

(66
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
一
〇
年
六
月
九
日
言
渡
二
〇
〇
九
ナ
九
六
三
〇
六
判
決
『
物
価
情
報
紙
事
件
』。

(67
)
金
ヒ
ョ
ン
ギ
ョ
ン
・
前
掲
注
（
21
）
三
七
頁
。

(68
)
大
法
院
二
〇
二
二
年
五
月
一
二
日
言
渡
二
〇
二
一
ド
一
五
三
三
判
決
『
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
事
件
』。

(69
)
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
二
一
年
九
月
八
日
言
渡
二
〇
二
一
ゴ
ダ
ン
五
八
八
判
決
『
求
職
者
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(70
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
一
〇
年
六
月
九
日
言
渡
二
〇
〇
九
ナ
九
六
三
〇
六
判
決
『
物
価
情
報
紙
事
件
』。

(71
)
大
法
院
二
〇
一
七
年
八
月
二
四
日
言
渡
二
〇
一
七
ダ
二
二
四
三
九
五
判
決
『
就
職
サ
イ
ト
事
件
』。

(72
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
二
〇
年
九
月
一
八
日
言
渡
二
〇
二
〇
ナ
二
〇
三
六
八
六
二
判
決
『
講
義
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(73
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
二
一
年
一
二
月
九
日
言
渡
二
〇
二
〇
ナ
二
〇
四
二
七
〇
六
判
決
『
ゴ
ル
フ
場
情
報
事
件
』。

(74
)
大
法
院
二
〇
一
七
年
四
月
一
三
日
言
渡
二
〇
一
七
ダ
二
〇
四
三
一
五
判
決
『
オ
ン
ラ
イ
ン
百
貨
事
典
事
件
』。

(75
)
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
言
渡
二
〇
一
八
ガ
合
五
二
八
四
六
四
判
決
『
看
護
職
就
職
サ
イ
ト
事
件
』。

(76
)
大
法
院
二
〇
一
六
年
九
月
九
日
言
渡
二
〇
一
六
ダ
二
二
三
二
二
七
判
決
『
競
売
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(77
)
尹
泰
植
・
前
掲
注
（
18
）
四
一
五
頁
。

(78
)
朴
成
浩
・
前
掲
注
（
⚖
）
四
二
〇
頁
。

(79
)
咸
錫
泉
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
の
権
利
認
定
の
要
件
」
Law
&
T
echnology
七
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
二
九
頁
。

(80
)
鄭
鎭
根
・
前
掲
注
（
⚒
）
一
九
頁
。

(81
)
咸
錫
泉
・
前
掲
注
（
79
）
一
二
九
頁
。

(82
)
鄭
ヒ
ョ
ン
ス
ン
「
著
作
権
法
上
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
製
作
者
の
権
利
侵
害
に
関
す
る
研
究
」
季
刊
著
作
権
一
三
九
号
（
二
〇
二
二
年
）
一
八

七
頁
。

(83
)
一
方
、
金
ヒ
ョ
ン
シ
ュ
ク
「
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
を
利
用
し
た
公
開
デ
ー
タ
の
収
集
・
活
用
の
法
的
争
点
に
対
す
る
批
判
的
検
討
」
江
原
法
学
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六
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
四
四
頁
は
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
の
禁
止
表
示
が
あ
っ
て
も
、
情
報
収
集
の
観
点
か
ら
、
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
を
認
め
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
は
、
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
し
た
か
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

(84
)
呉
勝
種
・
前
掲
注
（
26
）
一
〇
六
八
頁
、
李
海
完
・
前
掲
注
（
20
）
一
〇
一
六
頁
、
尹
泰
植
・
前
掲
注
（
18
）
四
一
五
頁
。

(85
)
一
方
、
林
ウ
ォ
ン
ソ
ン
「
デ
ー
タ
の
法
的
保
護
と
著
作
権
法
の
優
先
適
用
の
原
則
」
経
営
法
学
三
一
巻
三
号
（
二
〇
二
一
年
）
八
四
頁
は
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
は
、
侵
害
者
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
製
作
者
と
競
争
関
係
に
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
無
許
諾
で
利
用
す
る
一
般
利
用
者

も
規
制
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。

(86
)
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
二
〇
年
九
月
一
八
日
言
渡
二
〇
二
〇
ナ
二
〇
三
六
八
六
二
判
決
『
講
義
情
報
サ
イ
ト
事
件
』、
大
法
院
二
〇
一
六

年
九
月
九
日
言
渡
二
〇
一
六
ダ
二
二
三
二
二
七
判
決
『
競
売
情
報
サ
イ
ト
事
件
』。

(87
)
韓
国
文
化
観
光
委
員
会
「
著
作
権
法
改
正
法
律
案
検
討
報
告
書
（
南
宮
晳
委
員
代
表
発
議
）」（
二
〇
〇
二
年
三
月
）
一
六
頁
。

(88
)
現
在
韓
国
の
国
会
で
は
、
著
作
権
法
全
部
改
正
案
（
都
鍾
煥
議
員
代
表
発
言
、
議
案
番
号
第
二
一
〇
七
四
四
〇
号
）
が
二
〇
二
一
年
か
ら

審
理
中
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
デ
ー
タ
分
析
が
権
利
制
限
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
、
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
産
業
の
発
展
を
図
る
た
め

に
、
情
報
解
析
の
た
め
の
複
製
等
を
許
容
す
る
個
別
権
利
制
限
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

(89
)
上
野
達
弘
「
自
動
集
積
さ
れ
る
大
量
デ
ー
タ
の
法
的
保
護
」
パ
テ
ン
ト
七
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
二
頁
。

(90
)
小
川
憲
久
「
第
一
二
条
の
二

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
」
半
田
正
夫
・
松
田
政
行
編
『
著
作
権
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〔
第
二
版
〕』（
勁

草
工
房
、
二
〇
一
五
年
）
六
八
五
頁
。

(91
)
山
根
崇
邦
「
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
保
護
を
め
ぐ
る
法
政
策
上
の
問
題
―
―
欧
州
の
議
論
を
手
が
か
り
と
し
て
―
―
」
パ
テ
ン
ト
七
三
巻
八
号

（
二
〇
二
〇
年
）
一
一
五
頁
は
、
不
競
法
改
正
は
、「
市
場
へ
の
法
制
度
の
過
度
の
加
入
は
か
え
っ
て
競
争
を
歪
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う

発
想
を
取
り
込
ん
だ
も
の
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

(92
)
知
的
財
産
戦
略
本
部

検
証
・
評
価
・
企
画
委
員
会
「
新
た
な
情
報
財
検
討
委
員
会
報
告
書
―
―
デ
ー
タ
・
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
の
利
活

用
促
進
に
よ
る
産
業
競
争
力
強
化
の
基
盤
と
な
る
知
財
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
て
―
―
平
成
二
九
年
三
月
」
二
〇
頁
は
「
利
活
用
促
進
の
観

点
で
利
用
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
排
他
的
な
権
利
と
し
て
物
権
的
な
権
利
を
設
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
は
望
ま
し
い
と
は
言

え
ず
、
欧
州
に
お
け
る
検
討
状
況
等
を
注
視
し
て
い
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(93
)
最
判
平
成
二
三
年
一
二
月
八
日
民
集
六
五
巻
九
号
三
二
七
五
頁
『
北
朝
鮮
映
画
事
件
』。
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(94
)
前
田
健
「
デ
ー
タ
の
集
積
・
加
工
の
促
進
と
知
的
財
産
法
に
よ
る
デ
ー
タ
の
保
護
」
パ
テ
ン
ト
七
三
巻
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
三
頁
。

(95
)
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
Ⅰ
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
九
二
頁
、
窪
田
充
田
『
不
法
行
為
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）

一
三
二
頁
。

(96
)
井
奈
波
・
前
掲
注
（
28
）
八
七
頁
。

(97
)
前
田
・
前
掲
注
（
94
）
二
一
四
頁
、
中
山
信
弘
「
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る
財
産
的
情
報
の
保
護
」
法
曹
時
報
四
九
巻
八
号
（
一
九
九
七

年
）
一
九
頁
。

(98
)
『
北
朝
鮮
映
画
事
件
』
最
高
裁
判
決
の
前
の
事
案
で
は
あ
る
。
東
京
地
中
間
判
平
成
一
三
年
五
月
二
五
日
判
時
一
七
七
四
号
一
三
二
頁

『
車
両
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
事
件
』
は
、
複
製
さ
れ
た
創
作
性
の
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
競
合
地
域
で
販
売
し
た
行
為
に
対
し
て
一
般
不
法
行
為
を

認
め
て
い
る
。

(99
)
蘆
立
順
美
「
デ
ー
タ
集
積
物
の
法
的
保
護
―
―
不
正
競
争
防
止
法
に
お
け
る
限
定
提
供
デ
ー
タ
の
保
護
を
中
心
と
し
て
―
―
」
Law
&

T
echnology
別
冊
知
的
財
産
紛
争
の
最
前
線
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
七
五
頁
。

(100
)
田
村
・
前
掲
注
（
⚘
）
三
四
頁
。
水
野
紀
子
ほ
か
「『
限
定
提
供
デ
ー
タ
に
関
す
る
指
針
』
の
解
説
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
四
〇
号
（
二
〇
一
九

年
）
一
九
頁
。
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